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ス ー パ ー 耐 久 シ リ ー ズ の 理 念

　スーパー耐久シリーズ（S耐）は、1991年より市販量販車をベースとした日本発祥、
日本最大級の参加型レースとして歴史を重ね、今日までプロドライバーとレースをラ
イフスタイルの一部とするアマチュアドライバーが共に協力し合い、覇を競いつつ継
承してきたチームスポーツである。

　スーパー耐久に集う人々は、いつの時代もクルマやモータースポーツ、人を愛する
「仲間」であり、互いに絆を深め合い、称え合い、スポーツマンシップ（ルールを厳守し、
競技を行っていく基本的な姿勢）にのっとり、コース上で正々堂々と闘って欲しい。そして技
術を向上させるなか、限りある資源を大切に使い、環境に配慮しながらモータースポ
ーツ社会の発展につなげていくことを目指したい。

　安全を第一優先にフェアな競技を、そして単に順位を競い合うだけではない、モー
タースポーツを通して、「人生に挑戦し続ける」ことで獲得できる、人それぞれの「何か」
を生み出して欲しいと願う。

　スーパー耐久に参加することは、人生における楽しさのひとつを見出すことである。
時には悔しいこともあるだろう。しかし勝負だけにこだわってはならない。常に自己を
振り返り、自分の精神を形作ってほしい。
　
　また、スーパー耐久に参加するエントラントの知識やノウハウを生かした自動車用
品や部品の開発・販売により、日本の自動車産業、モータースポーツマーケットの発
展に寄与していくことを目指そう。培ってきた知識や技術が、未来のモータースポー
ツや自動車産業にも生かされていくことも目標にしていこう。

　スーパー耐久に関わる全ての人々にはこの理念を理解していただきたい。未来に向
け時代が大きく変わりゆく中でも、私たちはこの精神を忘れてはならない。
そして自分たちが生きた証としてモータースポーツを次の時代につなげていくために
も、全員がひとつとなり、共に発展させていこう。



　スーパー耐久シリーズは、F I A 国際モータースポーツ競技規則、及びその附則に
準拠した日本自動車連盟（ JA F）国内競技規則、及びその附則、ならびにスーパー耐
久機 構（ 以下、S TO）発行のスポーツ規則、技術規則、及び各大会 特別規則に従い開
催される。
　最新のスーパー耐久シリーズ「スポーツ規則」、及び「技術規則」は、S TO にて制
定された本書を原文とする。

本 年度スーパー耐久シリーズ 各大会開催日程、及びレース時間第 1 条
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第 1 戦

第 2 戦

第 3 戦

第 6 戦

第 7 戦

第 4 戦

第 5 戦

3 月 18 日（ 土）・19 日（日） 

鈴鹿サーキット（ 三重県鈴鹿市 ）　決勝 5 時間（ 1 レース制）

11 月 11 日（ 土）・12 日（日） 

富士スピードウェイ（ 静岡県駿東郡）決勝 4 時間（ 1 レース制）

スポットエントリー・登録内容変更期間：2 月 6 日（ 月）〜 2 月 27 日（ 月）まで

スポットエントリー・登録内容変更期間：10 月 2 日（ 月）〜 10 月 23 日（ 月）まで

スポットエントリー・登録内容変更期間：4 月 17 日（ 月）〜 5 月 8 日（ 月）まで

スポットエントリー・登録内容変更期間：5 月 29 日（ 月）〜 6 月 19 日（ 月）まで

スポットエントリー・登録内容変更期間：6 月 19 日（ 月）〜 7 月 10 日（ 月）まで

スポットエントリー・登録内容変更期間：7 月 24 日（ 月）〜 8 月 14 日（ 月）まで

スポットエントリー・登録内容変更期間：9 月 11 日（ 月）〜 10 月 2 日（ 月）まで

5 月 26 日（ 金）・27 日（土）・28 日（日）

富士スピードウェイ（ 静岡県駿東郡）　決勝 24 時間（ 1レース制）

7 月 8 日（ 土）・9 日（日） 

スポーツランド SUGO（宮城県柴田郡）　決勝 3 時間（クラス別 2 レース制 ）

7 月 29 日（ 土）・7 月 30 日（日） 

オートポリス（ 大分県日田市）　決勝 5 時間（ 1レース制）

9 月 2 日（ 土）・3 日（日）  

モビリティリゾートもてぎ（栃木県芳賀郡 ）　決勝 5 時間（ 1レース制）

10 月 21 日（ 土）・22 日（日）  

岡山国際サーキット（ 岡山県美作市）　決勝 3 時間（ クラス別 2 レース制 ）



参加車両の申請

（1）

（2）

（3）

（3）
（4）

1）

1）

2）

2）

参加車両第 2 条
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S TO 発行による最新のスーパー耐久シリーズ技術規則に従った車両とし、
原則として、次の条件と気筒容積等により、9 種類のクラスに分ける。

※エントラントの申請に基づき、性能調整を条件に他クラスへの参加を認める場合がある。
　また、STO の判断により、参加クラスが変更される場合がある。

ST- X Class

ST- Z Class

ST- TCR Class

ST- Q Class

ST- 1 Class

ST- 2 Class

ST- 3 Class

ST- 4 Class

ST- 5 Class

ST-Q、ST-1～5 クラスで 2018 年以降に参加実績がある車両の場合は、
第 1 条（１）に定義された期日開始より 3 0 日前までに S TO に使用する
車両申請を行う事。

参加台数が 1 台以上で成立とする。

参加台数が 6 台未満であった場合、下記賞典が制限される。
4 台～ 5 台：2 位まで　
2 台～ 3 台：1 位まで
1 台　　　：賞典対象外

暫定表彰式での表彰対象については、大会毎に告知される。

上記以外の新規参戦車両の場合、参加大会の 6 0 日前までに車両審査
手数料￥3 0,0 0 0（税別）を S TO へ支払い、参加車両の審査を受ける事。

車両特認申請
参 加 車 両の 生 産 地 に関 係なく JA F 登 録 車 両、または JA F / F I A / WSC /
SRO 公認車両でもない場合、その車両での参加は S TO によって可否が決
定する。
この場合、S TO に車両特認申請手続きを行わなければならない。

決勝レースフォーマットの詳細とグループ分け等については、大会 特別規
則、または公式通知にて公示される。

ST-5 クラス車両参加年式制限

スペアカー・車両変更

参加申し込み第 3 条

受付台数、及び方法（1）

車両ゼッケン番号は、2 ～ 999 とし、翌 1 年間に限り使用権が留保される。
0 番は欠番とされ、1 番は S T-X クラスの前年チャンピオンに優先使用権が
ある。

車両ゼッケン番号

賞典の制限

6

（6）

（5）

（7）

（8）

S T-5 クラスの参加車両は、2010 年時点において日本国内で新車販売され
ていた車両を最古型式とし、それ以降の車両に限られる。

スペアカーの使用は原則認められない。
シーズン中、新規車両への形式変更・シャシー変更を除き、車両の基本形
式の変更やシャシー交換は認められない。
ただし、車両破損等、S TO が不可抗力と認めた場合、同一クラスに限り当
該 大会参加受付前までに嘆 願書をもって申請する事で受理される場合が
ある。

年間エントリーの受付受理は前年参加実績等を考慮した 90 台以内とする。
各大会ごとの詳細は、各大会特別規則に記す。

： 本 年 度、F IA よりホモロゲーションが 発 行されている FIA  
   GT 3 公認車両、及び GT 3 規格に準ずる車両

： 本年度、SRO より BOP が発行されている GT 4 公認車両、及 
　び GT 4 規格に準ずる車両

： 本 年度、F IA、または WSC より BOP が発行されている TCR
　規格車両、及び TCR 規格に準ずる車両

： 他のクラスに該当しない、STO が認めた開発車両

： 以下の ST-2 ～ ST-5 以外の車両

： 2400cc ～ 3500cc 迄の 4 輪駆動車両、及び前輪駆動車両

： 2400cc ～ 3500cc 迄の後輪駆動車両

： 1500cc ～ 2500cc 迄の車両

： 1500cc 未満の車両

クラスの成 立台 数

（2）公式テスト   富士スピードウェイにて開催

　　　　　  2 月 23 日（木・祝）

　　　　　  4 月 28 日（金） ※予定 

スポットエントリー申し込み・登録内容の変更期間は前頁表の通り。（1）

※公式テスト参加費は全てエントリー料金に含まれています。
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S TO は、シリーズの運営にかかわる費用の一部を参加者から運営負担
金として収受する。

全ての参加者は、参加 1 大会につき￥3 0,0 0 0（税別）、決勝レースが 10
時間以上の場合は￥60,0 0 0（ 税 別）の S TO 運営負担金を大会参加料と
共に支払う。年間エントリーチームは、年間エントリーフィーに 7 大会
分の S TO 運営負担金が加算される。

①

②

スポットエントリーチーム（年間エントリー以 外 のエントリーチーム）

STO 運営負 担金

（3）

（4）

参加台数が各大会のピット数を上回った場合のピット配置は、1ピットを
複数チームで使用、もしくは仮設ピットを使用することを原則とし、詳細は
公式通知で告示する。
ピット使用割り振りの優先順 序は、各クラスの前年度シリーズ順位（ 年間エ

ントリー対 象）によるものとする。また、前年度の年間エントリー以外のチー
ムは前年度の年間エントリーチームに続き、S T-X 、S T-Z 、S T-TCR 、S T- Q 、
S T-1 ～ S T-5 のクラス順で割り振りされる。
スポットエントリーについては、原則として常設のピットは与えられない。
同一チーム複数エントリー等、各大会事務局 S TO にて調整することもある
が、ピット使用割り振りに関する決定について異議申し立ては認められな
い。

（5）

スポットエントリーについては、各大会主催者の定める決勝グリッドに余
裕のある場合のみ、STO に認められた参加者からエントリーを受付ける事
とし、希望者は直接 STO に申込みを行う。
その際、新規参戦で、なおかつスポットエントリーを希望する場合は、参
加希望大会の 6 0 日前までに申請を行い、新規参戦車両は、車両審査手数
料 ￥3 0,0 0 0（税別）を共に支払う事とする。
2020 年度以降に参加実績があり、当時使用した車両での参加の場合は、
第 1 条（１）に定義された期日開始より 3 0 日前までに、S TO に使用する車
両申請を行う。
車両が JA F 登録車両でない場合には、技 術 規 則 第 2 章 第 3 条 -11にある
特認車両申請が必要となり、受理された後に、エントリー申し込みを第 1
条（１）に定義された期日内に行う事とする。

参加料第 4 条

各大会のスポット参加料は、各大会特別規則書に記す。

98

性能調整措置第 5 条

前競技会の競技結果により、各競技車両は次競技会に向け性能引き下げ処置が
課される。

すべての車両について、競技結果に基づき、ウエイトハンデ等の性能調整
措置が実 施されることがある。本調整は特定の車種、または特定の競技
車両に対して S TO が不定期に調整することができる。

（1）

年間エントリーチームが、チームの事情により欠場大会が生じる場合、
その欠場大会の主催者へ S TO を経由し、第 1 条（１）に定義された期
日以内に欠場届け（S TO 宛）を提出しなければならない。
欠場した場合、納付した参加料等の払い戻しは行わない。

3）年間エントリーチームの大 会欠場

年間エントリーチームには、割引料金が適用される。

年間エントリーチームには、S TO  発行の年間パスが発行される。

年間エントリーチームには、優先的にピット割当が受けられる。
（常設のピットでない場 合もある。また、希望ピットを保 証するものでは無い。
  S T -1 ～ S T - 5 クラスについては、原則として 1 ピットを複 数台で 使 用する。）

①

②

③

1）

年間エントリー

年間エントリーとは、S TO に年間を通して参加を表明する事を言い、指
定期日までに全戦分の参加料を一括納付したチームに以下の特典が与
えられる。参加を辞退する場合等の際には、支払われた参加料は返金
されない。

（2）

2）年 間エントリーチーム が 参 加 申し込 み 内 容を変 更する場 合、第 1 条
（１）に定義された登録 変 更 期間以内に、S TO へその変 更部分を書面
にて届出ること。
変更に際し、S TO 事務局へ変更手数料￥10,0 0 0（ 税 別）を支払うこと。
第 1 条 の登 録 変 更 期間以降に変 更する場 合、第 6 条（5）の規定に従
い手続きを行うこと。なお、変更事項は大会の公式通知として発表さ
れる。（ 公式プログラムには反映されない ）

1 台の車両（ 競技ゼッケン番号単位）の競技結果により、各競技会 1 位～ 3 位の
車両に対し、次頁表の通りのウエイト積載が課せられる。一度積載したウ
エイトは第 6 戦まで継続して積載される。

（2）
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参加者は参加申し込み期間内に、1 台の車両に対し 2 名以上 4 名以内のド
ライバーを、A・B・C・D ドライバーとして指名登録しなければならない。
また、ドライバー名や車両名変更など、プログラムに内容を反映出来るの
は、第 1 条（１）に定義された各大会のエントリー申し込み、及び登録変更
期間内の申請に限られる。

（3）

ドライバーの参加資格、及び登録 人数

「 F I A 国際ドライバーライセンス C 」以上、または国内ドライバーは当該年
度に有効な運転 免許証と JA F の発 給する「 国内競技 運転者許可証 A 」以
上の所持者である事。
ただし、「国内競技運転者許可証 A 」所持者については、当該大会前 2 4 ヵ
月以内に、JA F 公認レースに 4 回以上完走しており、完走認定を受けてい
る事を条 件とする。もしくは過去の実績により上記同様の技量と S TO が
認めたドライバーとする。

エントラントは、次の必要書類を参加受付時に提示しなければならない。

（1）

（2）

第 6 条

※ S TO は何らかの理由により、全てのドライバーに対し参加申し込みの拒否を行うことが  
　できる。この拒否の決定は最終的なものであり、異議申し立ては認められない。

ドライバーライセンス、及びエントラントライセンス

メディカルサーティフィケート（国際格式大会）

開催地 AS N 以外の AS N に所属するドライバーは、所属する AS N の出
場証明書等の書類。

①

②

③

公 示
ウエイトハンデが適用される競技車両については、各競技会終了後１4 日
以内に S TO が各々のハンデ重量を計算し、ブルテンにて発表する。
控訴によって競技結果が保留となり次競技会までにその裁定が 下されな
い場合には、暫定競技結果成績に基づきハンデ重量が計算され、次競技
会後に下された裁定によりその暫定競技結果が変更されたとしても、当該
ハンデ重量計算結果内容は修正されることはない。
このハンデ重量計算に関する抗議・控訴は一切受け付けられない。

（8）

スーパー耐久シリーズ 競 技 規 則 第 3 条（3）によりスポットエントリーする
スポットエントリー 参加車両の最 低重量について（7）

※ 年間エントリーのシーズン途中からの参加については、ノーポイント扱いのため上記の 
   対象とはならない。

参加台数が 4 台以下の場合、1 位の車両にのみ積載する。
参加台数 が 2 台以下の場合、S TO が決定した重量を 1 位の車両にのみ 積
載する。
ウエイトハンデ重量は昨年度の成績、及び本年度の成績により、S TO が独
自に都度増減を行う事がある。

先頭車両が 2 周回を完了し、かつ走行時間が当初のレース時間の 2/3 未
満でレースが中止された場 合、上記 表の 1/2 重量を基 準にウエイト積載
が課せられる。決定された重量はブルテンにて発表される。

シリーズ最終戦については、上記（2）（3）により算出され累積したウエイ
トハンデから1/3 の重量を減じたウエイトハンデを積載するものとする。
ただし、その重量が 5 kg 未満であった場合は、ウエイトハンデを積載しな
い。

（5）

（3）

（4）

ウエイトハンデを課せられた競技車両は、課せられた重量のウエイトハン
デを搭載しなければならず、競技車両のリアドアガラスもしくはその付近で
視認性が良い場所にウエイトハンデマークを表示しなければならない。
また、ウエイトハンデを外した状態で最低重量を満たさなければならない。
ウエイト取り付け装置の重量はウエイトハンデに含むことができる。
ウエイトハンデは、十分な強度を有する単一構造体で、工具によって車室、
または荷物室の床に目視確認出来るように取り付けられなければならず、
公式車検時に封印される。
このウエイト重量は単体で検査される事があるため、容易かつ迅速に脱着
できるように取り付けること。

（6）
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Class

当初のレース距離が
3 時間、または、
300km 以上の競技会

当初のレース距離が
5 時間、または、
700km 以上の競技会

当初のレース距離が
12 時間、または、
1,400km 以上の競技会

（ kg ） 

  1位  2 位  3 位   1位  2 位  3 位   1位  2 位  3 位 最大積載量

ST-X / 1 25 20 15 30 20 15 40 30 25 90

ST-Z 20 15 10 25 20 15 35 25 20 90

TCR / 2 / 3 20 15 10 25 20 15 35 25 20 80

ST-4 15 10 5 20 15 10 25 20 10 60

ST-5 15 10 0 15 10 5 20 15 10 50

なお、上記表に該当しない競技会については、都度ブルテンにて発表する。

場合、参加車両の最 低重量は技 術 規 則 第 2 章 第 2 条 にて規定された重
量に加え、競 技 規 則 第 5 条 性 能 調 整 措 置の当該 大会該当クラスで 最も
大きいウエイトハンデと同重量を積載するものとする。
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1）

3）

4）

2）

1）

2）

3）

4 ）

ドライバー規定に関する最終権限
ドライバー規定に関する最 終的な権限は、S TO が 有する。
この決定に対する一切の抗議は受け付けられない。

タイヤ使 用規 定第 7 条

公式予選（C、及び D ドライバー公式予選を除く）に使用できるドライタイヤは、A ド
ライバー用 4 本、及び B ドライバー用 4 本の計 8 本までとする。
本ドライタイヤ使用規定は、A、及び B ドライバー公式予選、及び決勝レー
ススタート時に適用される。C、及び D ドライバー公式予選、ウォームアッ
プ走行、フリー走行には適用されない。
決勝レースのスタート手順での各自グリッドへの走行は、この 8 本のタイ
ヤのいずれかを装着し行う事とする。
ただし、競技長により路面がウェットになったことが 宣言された場合は、
ウェットタイヤについては自由とするが、ドライタイヤを使用する場合は、
上記 8 本のいずれかとする。

（1）

参加チームが外 国籍ドライバーを登 録する場 合、少なくとも参加大 会の
4 0 日前までに当該外国籍ドライバーのレース履 歴を S TO へ提出し、場合
によってはドライバー規定の認定を受けなければならない。

既に年間エントリー登録されているドライバーで、大会に参加しない場合
は、各大会の登録変更期間内に S TO へ事前に欠場の連絡を行わなければ
ならない。

（6）A ドライバー登録 規 定（ ST- Q クラスは除く）

全ての A ドライバーは、以下 1）～ 3）のいずれかの条件を満たしたドライバ
ーでなければならない。

外 国 籍ドライバーの参加に関する特別規 定（ 7）

（8）

参加する前年の12 月 31日の時点で満 6 0 歳以上の、全てのドライバー。

上記 1）・2）に該当しないドライバーで、S TO・S TE L が認めたドライバ
ー。

シーズン途中に A ドライバーの変更申請をする際、上記 3）に該当する
ドライバーを新たに登録するには、以下の手順で行うものとする。

参加する前年の 12 月 31 日の時点で満 4 0 歳以上の、S TO・S TE L が認
めたアマチュアドライバー。

A ドライバーの変更申請は、第 1 条（１）に定義された各大会のエント
リー申し込み、及び登録変更期間開始までの申請に限られる。

A ドライバーの T.B .N . 登録は認められない。

A ドライバーは、予選・決勝への出走が義務づけられる。

B・C・D ドライバー変更や編成変更（順番の入れ替え）などを含めた変更手
続きは、各大会の参加受付時（ 通常は予選日の前日）迄に所定の申請書をも
って可能とするが、各大会のエントリー申し込み、及び登録変更期間後
の変更は、手数料￥10,0 0 0（税別）が必要となる。
また、参加申し込み期間に T.B .N . 登録されたドライバーの登録につい
ても上記同様手数料手数料￥10,0 0 0（税別）が必要となる。
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参加申し込み時の登録ドライバー（年間エントリー登録ドライバーも同じ）からの変
更手続き。

（4）

（5）

指定の申請書に必要な資料と、申請手数料￥4 0,0 0 0（税別）を添え、
第 6 条（4）- 1）に規定される期間内に S TO へ提出すること。

上記 3）の認定を受けるには、第 1 条（１）に規定された各大会のエ
ントリー申し込み、及び登録変更期間開始までに書面をもって S TO
へ申請すること。
なお、申請が認められる際は、競技中のピットストップ等、何らかの
ハンディキャップが認定の条件となり当該ドライバーやチームが 有
利となることはない。また、S TO・S TE L で 審議の結果、A ドライバ
ー登録が認められない場合もあることを承知していなければならな
い。ハンディキャップは、S TO・S TE L で決定し、都度状況により変
更することが出来る。

A ドライバー登録、及びハンディキャップに対する一切の抗議は受
け付けられない。

申請を受け付けた S TO は、S TE L と協議の上、申請の可否等を判断
する。

協議の結果を S TO より当該エントラントに通知される。

申請が受理された場合、その結果はブルテンにて公示される。

①

①

②

②

③

④

※申請書はチームページよりダウンロードして使用してください



1514

（10）新しい車両で参加するエントラントは、出場大会参加申し込み開始 6 0 日
前までに、上記に記載したタイヤ販売窓口まで連絡し、当該車両用タイヤ
の供給が可能である事を確認すること。
タイヤの供給が 不可能な場合、当該 大会への参加申し込みは受理されな
い。

燃 料第 8 条

大会期間中、S T- Q クラスを除き、性状表とともに大会 特別規則に明記さ
れた燃料を使 用しなければならない。競技参加者は、指定された燃料か
ら1 銘柄のみを購入し使用すること。複数の燃料を混ぜて使用することを
含み、指定された燃料に対し空気を除き、その他の気体・液体・固体を混
入し使用することは一切禁止される。燃料の冷却は一切認められない。

車 両 検 査 時に車 両を提 示する事は、当該 車 両が全ての規 則に適 合して
いる事を申告したものとみなされる。

燃 料 検 査 が 行われる場 合、競 技参 加 者は、必ずその 指 示に従わなけれ
ばならない。

上記に違 反した場 合、下記罰則が 適 用される。

予 選：予 選タイム抹消
決 勝：失格

（1）

（2）

（3）

公式車検に関する事項第 9 条

公式 車両検 査等（1）

（9）S TE L 専有走行を含む大会期間中、使 用できるタイヤは、スーパー耐久シ
リーズ技術規則にて規定された指定タイヤに限られる。
また、参加エントラントは大会に参加するにあたり、事前に S TO とタイヤ
供給に関する契約を済ませていなければならない。

タイヤ販売窓口：
〒 107- 0 0 62  
東京都港区南青山 6 -14-11  ロジュ南青山 3 - A
ケイツープラネット株式会社  モータースポーツ事業部内
スーパー耐久機構事務局
Te l .03 -6 433-56 07　 Fa x .03 -6 433-5610

タイヤウォーマー、ヒーターなど、一 切の人 工 加 熱 装置の 使 用は禁 止と
する。

（8）

1）

2）

公 式 車 両 検 査は、公 式 通 知で 示されるスケジュールに従って、所 定
の車両検 査区域で行われる。

車両は、指定の時間内に所定の公式車両検 査場所で、公式車両検 査
を受けなければならない。

タイヤの裏組み（左右を逆に組み直す）は認められない。

ピットスタート車両におけるタイヤ規定の適用は、レーススタート後、先頭
車両が 1 周回を終了した時点で解除される。タイヤ交換の一連の作業（ ジ

ャッキアップも含む）は前記時点の解除された後とする。

（6）

（5）

公 式 予 選、及び 決 勝レースのスタート手 順 で の 各自グリッドへ の 走 行
時、ウエットタイヤ（ タイヤのトレッド面に溝を有 するタイヤは 全てウエットタイヤと分

類される）は、競技長により路面がウエットになったことが 宣言されている
時のみ使 用可能となる。

（7）

これら 8 本のタイヤには技術委員によって指定のマーキングが 施される。
マーキングの方法は、A ドライバー予選 用は黄 色で、B ドライバー予選 用
は空色でマーキングされる。ただし、公式予選で A、及び B ドライバーとも
同一 4 本のタイヤを使用する場合は、黄・空色双方のマーキングがタイヤ
に並列に行われる。
マーキングは黄・空色ともタイムスケジュールに発表された公式予選前の
公式車両検査時間内に行われる。
なお、前記公式予選用タイヤは 8 本、または 4 本以外の選択はできない。

（2）

黄・空色並列マーキングされたドライ用タイヤ使用チームに限り、その使
用予選タイヤに 1 本、または複数の交換の必要性が生じた場合、公式予選
終了後 3 0 分以内に限り、当該エントラントの申請によりその交換が認め
られる。ただし、公式予選で達 成された当該エントラントのスターティン
ググリッドが失われる事を条件とする（最後尾グリッドスタート、またはピットスター

トが理由の如何を問わず条件とされる）。
また、決 勝スタート用 4 本全てを交換してスタートする場合、決 勝レース
がスタートした後、3 分間経過後にピットスタートを許される。

（3）

タイヤ交換を行ったチームが複数の場合、当初のグリッド順に従い最終的
なグリッドが指定されるものとする。

（4）
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1）

（2）競 技ゼッケン番 号

参加車両は、S TO によって定められた競技ゼッケン番号を参加者の責
任において、公式車両検査、公式予選、決勝レースを通じて保持される
ように表示しなければならない。
競技番号は、前席ドアの左右両側面、及びフロントガラス（スポンサー、ま

たはチーム帯から 5 c m、窓枠から 5 c m の間隔をあけて貼る事）、後方から確認できる
リア部分の 4 ヵ所に、明確に数字が判読できる表示方法や角度でなけ
ればならない（ フロントは 2 0 c m 以 上、 サイドはタテの長さ 2 5 c m 以 上、リア部分の番

号のタテの長さ 13 c m 以上）。
当該車両の左右ドア部分には、S TO 指定のゼッケンベースを貼り付け
なければならない。

S TO の指定するゼッケンベースは、天地 4 65 m m × 左右 415 m m の
四角形である。

①

② S TO は、すべてのクラスに専用色を設け、次の通りの識 別を行う。
クラス別カラーは下記の通りで、ゼッケンベースに色表示がされる。

ST- X Class　 ：黄色
ST - Z Class　 ：空色
ST - TCR Class：桃色
ST - Q Class   ：灰色

ST - 1 Class：橙色
ST - 2 Class ：紫色
ST - 3 Class ：青色
ST - 4 Class：赤色
ST - 5 Class：緑色

9）

10）

11）

12）

公式予選において、技術委員長が無作為に選定した車両は、公式予選
終了後、直ちに車両検査を受けなければならず、検査対象車両は第 14
条に関わらず走行終了後から検査終了まで車両保管となる。

大会期間中、S TO から指示された車両は、走行（ ロガー）データを提 供
しなければならない。

大 会 期 間中にエンジンが 破 損した 車 両は、リタイアの 有 無にかかわ
らず、必 要に応じ技 術 委 員 長 の 指 示によりエンジンの 分 解 検 査を受
けなければならない。
分 解 検 査を拒 否した場 合、または分 解 検 査により規 定 外 の加 工、部
品が見つかった場 合、当該車両は失格となる。
この分解 検 査に関わる費 用負担は行われない。

技術委員長は、公式車両検査の時間外であっても随時、参加車両等の
検査を行う権限を持ち、この検査に応じない参加者には罰則が適用さ
れる。

8）公式車両検査に合格した車両を、いかなる場合も当該大会サーキット
のパドック以外に持ち出してはならない。
やむを得ず車両をパドック以外に持ち出さなければならない場合は、
大会事務局へ持ち出しの申請をし、技術委員長、及び競技長の許可を
得なければならない。
この場合、参加車両が競技を継続するには指定された時間内に再車両
検査を受け、合格しなければならない。
再車両検査を受けるには、事前に再車両検査手数料として￥20,0 0 0

（ 税 別）を当該 大会事務局に支払わなければならない。再車両検査に不
合格となった場合でも、この手数料は返還されない。

a ）

b ）

S TO 指定ゼッケンベースは、路面に対し並行に貼付されていな
ければならない。

ゼッケンベースや、フロントガラスに貼るスポンサー帯等は、STO
指定の物を使用する事。

6）参加車両には「S TO テクニカルパスポート」が発行され、当該年度シー
ズン最終戦まで各エントラントが管理し、参加する大会の公式車両検
査時に技術委員長へ提出し、レース終了後には受け取る事。
公式車両検査は、テクニカルパスポートに基づき行われる。その内容
に不備、不明瞭な個所が発覚した場合、受検拒否や不合格となる場合
がある。

7）公式車両検 査に合格した車両・エンジンの交換は原則禁止とする。
交換した場 合は審 査委員会によりハンディキャップが 課される。

4）

3）

5）

定められた時間に遅 刻した車両に対する処置は、競技 長が大会 審 査
委員会に図って行うものとする。

公 式 車 検 では、ウエイトハンデを含む車 両重 量の測 定を行う。その
際、燃 料タンクは 空の 状 態 で 受 検 すること。また、検 査 終了後にウ
エイトハンデは封印される。

公式車両検査を受ける車両で、車両を押す等の補助員を検査区域に同
行させる場合は、参加ドライバー、マネージャー、及び指名登録された
メカニックで、5 名以内でなければならない。

公式 車両検 査を受けない車両、検 査の結果、参加が 不適当と判 断さ
れた車 両、また、技 術 委 員 長による改 善 命 令に応じない 車 両は、競
技に出場できない。
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A、及び B ドライバーの公式予選 通 過基 準ラップタイムは、それぞ れの予
選時間で達成された当該クラスの上位 3 位までのタイムを平均し、その最
大 110 % 以内を、それぞれ A、及び B ドライバーの公式予選 通 過基準ラッ
プタイムとする。よって、登録された A、及び B ドライバー双 方は、この公
式予選通過基準ラップタイムを達成しなければならない。

（3）

前記 A、及び B ドライバーの公式予選で、公式予選通過基準ラップタイム
を達 成できなかった者がいる場合は、公式予選不通 過となり、決勝レー
スのスターティンググリッドは保留とされる。
最終的なスターティンググリッドは大会審査委員会が決定する。

（4）

1918

Aドライバー（ 50 分間 ）

インターバル

Bドライバー（ 45 分間 ）

第2グループ
第1グループ

第2グループ
第1グループ

ST-X 以外 ST-Xのみ ST-X 以外 ST-Xのみ

20 分間 15分間 15分間 10 ～15 分間 20 分間 15分間 10分間

ピットレーン走行中のシートベルト外しは禁止とする。

すべてのドライバーは、附則 3 に定められた《ドライビングマナーに関す
るガイドライン》を遵守しなければならない。

スーパー耐久シリーズへ初めて参加するドライバーは、初参加ドライバー講
習会の受講が義務づけられ、走行時は車両後方に指定ステッカーを貼りつ
けなければならない。（最低 6 大会）

（3）

（4）

（5）

公式予選第11条

公式予選は、A ドライバー用、B ドライバー用が行われる。
C、及び D ドライバー用の公式予選は（7）、及び（8）に別途規定される。

公式予選 が 続けて行われる場 合は、A ドライバー用の公式予選 5 0 分
間と、B ドライバー用の公式予 選 4 5 分 間が、10 ～ 15 分 間のインター
バルを挟んで連続的に行われる。狭義の公式予選とは、出走が許され
る当該グループの公式予選時間を指し、他のグループの公式予選、及
びインターバルは公式予選に含まれない。

上記以外の予選方法が実施される大会については、当該大会の大会特
別規則にて発表される。

（1）

（2）

ドライバーの遵守事項第10 条

フリー 走行、ウォームアップ 走行、及び 公 式予 選を含むすべての走行 開
始 時において、当該 数 字（ グル ープ ）ボードの 提 示をもって自己のピットを
離れることが 許され 、コースへ進 入できるものとする。
また、ピットを離 れる際 は、登 録されたピット要 員の 責 任 において、安
全に誘導されなければならない。

（1）

フリー走行、ウォームアップ走行、公式予 選、及び決 勝レース中、競技 長
よりライトの点 灯指示が出された場 合、すべての競 技 車 両は前照 灯、尾
灯、及びレインライトを全て点灯しなければならない。
この際、走行中に前照 灯もしくは尾 灯のうちの片側が 不点 灯となった場
合はそのまま走行 が 許されるが、両 側、及びレインライトが 不点 灯にな
った場 合は即座に自己のピットで 修 理を受けなければならない。

（2）

2）

3 ）

フロント（車両前面）ガラスの外側表面には、1 枚あるいは複数枚の無色透
明なフィルムを取り付けることができる。
また、フロントガラス上端からガラス面に沿って 10 0 m m の幅で S TO の
指定するステッカーを貼付しなければならない。加えて 10 0 m m 以内の
幅で眩惑防止処置を施すことは許可される。
フロントウィンドウ上端から 20 0 m m を超える面には、S TO 指定貼り付
け物以外いかなる物も貼付してはならない。

S TO が指定する車載表示デバイスを動作可能な状態に取り付けなけれ
ばならない。

サイドウインドウ（後部）には、S TO から提供される「クラス区分ステッ
カー（白色）」を貼付しなければならない。

③

※ ST-X・ST-Z・ST-TCR・ST- Q クラスを除く

（5） ポールポジションのグリッド位置は、全てのサーキットにおいて 1コーナ
ーに向かってイン側とする。
決勝レースが 1レースで行われる場合のスターティンググリッドは、 2 グ
ループに分かれてのスターティンググリッドが配置される。
決勝レースが 2 レースで行われる場合のスターティンググリッドは、各々
のレースとしてスターティンググリッドが配置される。
各グループ内におけるグリッド順は、前記（3）の規定を満たしていること
を条件に、（2）にて達成された A、及び B ドライバーの公式予選達成ラッ
プタイムを合算し、合計ラップタイムが速い順に決勝スターティンググリッ
ドが与えられる。
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1）

2）
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公式予選 通 過車両がスターティンググリッド数に満たなかった場合、予選
通過タイムを達成しなかったドライバー、及び公式予選に出走できなかった
ドライバー、罰則により予選タイムが抹消された参加者は、決勝レース出走
嘆願書を大会審査委員会に提出することができる。
その際には S TO からの推薦状を添えなければならない。大会審査委員会
は、参加者からの嘆 願に基づき、当該ドライバー（チーム）の決勝レースへの
出場を認めることができる。ただし、次の条件を満たしていること。

前 項まで の規 定にかかわらず、公 式予 選、及び 決 勝スターティンググリ
ッドに対する最 終的な決定は、大会 審 査委員会 が決定する。

S T- Q クラスに参 加 する全てのドライバーは、上 記（3）（4）（7）の 規 定は
適 用しないが、必ず指定された公式予 選に出走しタイムを記 録しなけれ
ばならない。

（11）

（10）

（12）

（13）

すでに公式予選を通過した車両が除外されないこと。

それらの車両が公式予選通過基準タイムを達成する能力があると判断さ
れること。

それらのドライバー（チーム）が、すべての安全事項（サーキットの知識等）につい
て保証されていること（当該嘆願書は、暫定結果発表後または予選結果抹消の通告を受

けて 30 分以内に大会事務局に対し提出すること）。

 ・

 ・

 ・
前記算定方法は、最大グリッド台数から前年の各クラスチャンピオンチ
ーム、及び主催者・S TO が 指定するチームを除いたグリッド台 数を基
に、主催者が決めた按分比率により、残りのクラス毎のグリッド台数を
決定するものとする。

公式予選終了後、前記主催者が決定した台数に満たないクラスが発生し
た場合は、大会審査委員会の承認のもと、当該クラスの中で補填を行う
ものとする。

②

③

公式予 選 通 過 基 準タイムは満たしているが、グリッド台 数により決 勝
グリッドが 与えられ なかったチームの決 勝 待 機（リザーブ ）は、ピットの
入れ替えなど物理的かつ時間的見 地より、スーパー耐久シリーズでは
採用しない。

前項③を適用しても最終的に決勝グリッドに空白が生じた場合、公式予
選で走行タイムが計測されているチームの中から、その不足台数まで補
填を行う。
ただし、この補填は公式予選のラップタイム（A、及び Bドライバーの合算タイム）

上位クラス順に不足台数まで補填するものとする。また、この場合の決

④

⑤

予 選中に中断の 合 図「 赤 旗 」が出されたら、追い越しは禁 止され 、全車
直ちにピットに戻りエンジンを 停止する。ピットで は 給 油 作 業を含めす
べ ての 作 業 が 認 められる。赤 旗 解 除 後 の 予 選 の 再 開・終了については
オフィシャルからの指示を待つ。

（9）

公式予 選 が 行われ ない大 会においては、その決 勝スターティンググリッ
ドの決定は大会 特別規則にて明記される。

大会の最大グリッド台数より、前年の各クラスチャンピオンチーム、及
び主催者・S TO が 指定するチームを差し引いたグリッド残 数に対し、
各クラスの出走可能台数を算定する。

①

1： A・B ドライバー共に
　 予選 通 過基 準ラップタイムをクリアできたチーム
2：  A・B ドライバーのどちらかのみ
　 予選 通 過基 準ラップタイムをクリアできたチーム
3： A・B ドライバー共に
　 予選 通 過基 準ラップタイムをクリアできなかったチーム

C、及び D ドライバーが登録されている場合、そのドライバーはタイムスケ
ジュールに定められた C、及び D ドライバー用の公式予選に出走し、ラッ
プタイムの計測を受けなければならない。

（6）

C、及び D ドライバーの公式予選通過基準ラップタイムは、当該 C、及び D
ドライバー公式予選で達成された当該クラスの上位 3 位までのタイムを平
均し、その最大 110％以内とする。C、及び D ドライバーの公式予選結果
は、決勝レースのスターティンググリッドには何ら影響を与えない。

公式 車両検 査 合格台数 が、決 勝スターティンググリッド台数を超えてい
る場 合、各クラスの決 勝出場台数は次の通りとする。

（7）

（8）

2 台以上の車両が同一タイムを出した場合、A・B ドライバーのセカンドタ
イムの合算により速い順とする。決 勝スターティンググリッド選抜の優 先
順位は、以下の順とする。
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勝グリッドは各グループの最後尾に形成される。



2322

スタート手 順の 進 行 は、5 分 前・3 分 前・1 分 前、及び 30 秒 前を示した
ボードにより表示される。これらのボードは警告音と共に表示される。
グリッドでエアージャッキを使 用する際には、路 面の保 護 対 策（当て板 ）を
行うこととし、車載ドリンク以外の全ての液体の補充は禁止される。

（4）

フォーメーションラップ開始前、オフィシャルの許可が出てから関係者のグ
リッドへの入場が許される。

（3）

1）5 分前ボード：
スタート秒 読 み 開 始。グリッドへの 進 入は 締 め 切られる。コース 上
における車 両に対 する全ての 作 業 は禁 止される。ドライバー、一 部
のチームクルー、及びオフィシャルを除く全ての者はコース上から退
去する。

各チームのチーム監 督（ 競 技 責 任 者）は、決 勝日レース前に設 定された所 定
の時 間に、各大 会 事 務局 宛に所 定の申請 書をもってスタートドライバー
名の申告を行わなければいけない。

スタート方法はローリングスタート方式が採用される。
オーガナイザーはセーフティカーをローリングスタートのオフィシャルカー
として使用することができる。
1レースで決勝が行われる場合、2 グループに分かれてのローリングスター
トとする。
状況により、第 2 グループの先頭にオーガナイザーのオフィシャルカーが
配置される場合がある。

（1）

（2）

スタート第16 条

施設の都合で、ドライバーズブリーフィングにドライバー全員が着席出来
ない 場 合、競 技 長はドライバーズブリーフィング を分 割して行う事が 出
来る。

ドライバーズブリーフィングに遅 刻、欠 席した場合は処罰の対 象となる。
この場合の罰則は大会 審 査委員会が決定する。

（2）

（3）

競 技 長は、タイムスケジュールに指定された時間に大 会 審 査委員会の出
席を得てドライバーズブリーフィングを開 催する。全てのドライバーは出
席しなければならない。

（1）

ドライバーの運 転時間

車両保管

ドライバーズブリーフィング

第13 条

第14 条

第15 条

公式予選終了後の車両保管は、第 9 条（1）- 9）によるもの以外行われない。
決勝レース終了後の車両保管については、各大会特別規則、または公式通知に
より公示される。
公式車両検査を終了した車両に対する整備、調整等は、自チームに与えられた
ピット、または指定された整備場所で行われるものとし、それ以外の場所に車
両を持ち出すことは 第 9 条（1）- 8 ）の場合を除き厳重に禁止される。

決 勝出走台 数第12 条

決勝出走台数は、それぞれの主催者が発行する大会特別規則に定められた台数
とする。
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一人のドライバーの合計最大 運転時間は、当初のレース距離（ 時間）の 1/2  
を超えてはならない。この場合、距離レースの場合は周回数で、時間レー
スの場合は時間で大会毎に公示される。

A ドライバーの最 低 義務周回数（ 時間）は、当初のレース時間が 5 時間、ま
たはレース距離が 70 0 k m 以上の場合、25% 以上とし、当初のレース時間
が 5 時間未満、またはレース距離が 70 0 k m 未満の場合は、6 0 分間以上
とする。
A ドライバー以外のドライバーについては、最低義務周回数（時間）に関する
規定は適用しない。

A ドライバーの最 低 義務周回数（ 時間）不足、及び全てのドライバーの最大
乗車距離（時間）の超過の場合の裁定は、大会審査委員会に委ねられる。

大会 審査委員会が 不可抗力と認めた場合を除き、A ドライバーの運転時
間が全くない場合、当該車両は失格となる。

ドライバーの運転時間について特別な規定を設ける大会については、大会
特別規則にて発表される。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）
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例外的な状 況下でのみ、国 際 モータースポーツ競 技 規 則 付則 H 項に従
い「セーフティカー」によるスタートが 許される。

（13 ）

フォーメーションラップ中に何らかの問題が生じた場合、スタート信号灯に
はレッドランプが継続して点灯され、全オブザベーションポストにおいては
黄旗が提示されることにより、全車はもう1 周フォーメーションラップの継
続を行う（全車両の速度は維持される事）。
その後、オフィシャルカーが隊列の先頭に合流し、さらにもう1 周フォーメ
ーションラップを行う。このようにエクストラ（追加）フォーメーションラップ
を行った場合、その周回は決勝周回数（時間）に含まれる。

（12）

スタート信号は、競 技 長 が 管 理するスタート信号 灯（グリーンランプ ）により
合 図される。スタートラインの 信号 灯のレッドランプがグリーンランプに
変わるとレースのスタートとなるが、各車はスタートラインを通 過するま
では他車を追い越してはならない。

（11）

フォーメーションラップを先導するオフィシャルカーは、フォーメーション
ラップ終了と共にコースから退場する。
その後、競技車両は、各グループの先頭車両の先導で、最 低速 度 70 k m/
h、最高速度約 9 0 k m/h にてそのまま走行を続ける。また、各車が発進し
た自車のグリッド枠から横にはみ出さないように２列縦 隊を形成するこ
と。これらに違反があった場合、罰則が課せられる。

（10）

フォーメーションラップを先導するオフィシャルカーの速度は、最高約 8 0  
k m/h に保たれる。

（9）

フォーメーションラップが 開始された時点で、スタートラインの信号灯に
レッドランプ（赤灯）が点灯され 、全オブザベーションポストにおいて黄 旗
は提示される。

フォーメーションラップに出遅れた車両、及びフォーメーションラップ途
中でスタート順序の位置を保てなかった車両は、他車を抜かずに各グルー

（8）

（ 7）

指定グリッドに付けなかった車 両、ならびに正 規にスタート出来ずピッ
トスタートする車両は、ピットレーン出口で 待 機する。
全車がスタートし最 後 尾の競 技 車 両がピットレーン出口を通 過した後、
ピットレーン出口の信号にグリーンライトが点灯することによりスタ―ト
が 許される。

フォーメーションラップ 開始時にスタートできなくなった場 合、ドライバ
ーはドライバー 側の窓を開け（ ネットが ある場 合 は、ネットを外し）、手を出して
オフィシャルに合 図をする。その 列を監 視しているオフィシャル は、黄
旗を振 動 表示する。この場 合、他の全車 両がグリッドを離れた後、オフ
ィシャルのみが当該 車 両をコース上で押し、エンジンを始 動することが
できる。
この後、この車両はフォーメーションラップに加われるものとするが、他
の走行中の競技車両を追い越してはならない。

（5）

（6）

5）

4）

フォーメーションラップ開始：
この周回中にスタートの練習を行う事、著しく隊列を乱す事や追い越
しも禁止され、前車との間隔は出来る限り詰めるものとし、これを守
れない場合、その当該車両にはペナルティが課せられる場合がある。
オーガナイザーから指示があるまで 1 列縦隊で走行することが許され
るが、指示が出され、それまでの隊列を 2 列縦隊に整えた後は、前車
の走行ラインから左右にはみ出してはならない。
違反があった場合には、罰則が課せられる。第 2 グループの後尾には、
クロージングカーが付き追 走する。フォーメーションラップ 2 周以 上
実施する場合がある。

30 秒前ボード：
この合 図の 後、グリッド前 方で 緑 旗 が 振られ 、同時にオーガナイザ
ーのオフィシャルカーを先 頭に全 競 技 車 両は隊 列を 保ち、フォーメ
ーションラップを開始する。各グループの間隔は各大会のドライバー
ブリーフィングにて周知される。

3）1 分前ボード：
ドライバーは、エンジンを始動する。

2 ）3 分前ボード：
ドライバー、オフィシャルを除く全ての者はコース上から退去する。
メカニック等によるドライバー の 乗 車 補 助を含む 作 業 は禁 止され 、
ドライバーは車両に着座した状態でドアを閉める。
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プの最後尾を走行するものとする。
第 1 グループの車両がフォーメーションラップに出遅れた場合、当該車両
は第 1 グループの最後尾に合流することが出来る。

参加車両には、スプリントレースの場合を除き、決勝レースがスタートし自
車がスタートライン通 過後に、レース中複数回のドライバー交代を伴うピ
ットストップが義務付けられる。
この義務ピットストップ時に、タイヤ交換とドライバー交代を同時に行うこ

（1）

レース中のドライバー交 代を伴うピットストップ義務第17 条
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（7）ピット作業エリア、ピットレーン上、及びスターティンググリッド上におい
て、発 火、及び火花を伴う可能 性のある装 置、あるいは高 温を生じる装
置の使 用は禁止される。

全ての公式セッション中、最大 8 名の登録されたピット要員のみが作業エ
リアに出ることが許される。給油口が車両の左右に分かれて付いている車
両の場合、申請により消火要員１名の追加が認められるが、消火作業以外
の作業を行うことはできない。
車両が停止した際、登録された要員の内最大 5 名が同時に車両の作業につ
くことが出来る。（車両誘導員、給油中のホース保持等の補助要員、消火要員は除く）

この登録された要員は、耐火スーツを着用することが義務付けられる。
また、耐火炎素材もしくは難燃性素材で、皮膚が完全に覆われたグローブ
を装着し、肌の見えないソックスを履き、肌を露出してはならず、頭部を保
護するヘルメットを着用し、眼球を保護するゴーグルまたはシールド付き
ヘルメットを使用する事。バラクラバの着用と、難 燃性の靴または安全靴
を履く事を推奨する。
ただし、第 18 条（9） ① ～ ⑤ の作業を行う者については、バラクラバを着
用する事。この要員は、この内容の作 業中のみグローブ装 着が免除され
る。
窓拭き、アイスボックスの氷交換、及び燃料 補給のためボンネット上に乗
り待機している要員は 5 名の中に含まれ、他のドライバーによるシート合
わせ、及びシートベルトの調整は要員に含まれない。乗車していたドライ
バーが行う運転 座 席調整、通信器 機との配線接 続 切断、シートベルト調
整、交代し乗車したドライバー自らが持ち込み、自ら行うドリンクボトル、
トランスポンダーの交換、クールスーツの氷交換およびシートベルト調整
は作業とみなさない。

タイヤ交換の一連の作業は、2 名以下で行われなければならない。
タイヤ交換の一連の作業とは、用意された交換用のタイヤと使用済みのタ
イヤとを交換する作業全般を指すもので、交換用タイヤの準備、及び使用
済みタイヤの後片付けは、一連の作業に含まれない。また、一連の作業中

（8）

ピット作 業 終了ごとに、ピット要 員は 地 上に置いてある全ての 備 品を片
付けなければならない。

（6）

大会期間中、ピットレーンの通過速度は 50 k m/h 以下を遵守しなければな
らない。ピットレーンにおける優先権はファストレーンを走行中の車両が有
する。ファストレーン走行中の意図的な加減速や蛇行運転をしてはならな
い。

ピット作 業 エリア、及びピットレーンにおける後 退ギ アの 使 用は禁 止さ
れ 、違 反に対しては罰則が 課せられる。

ドライバーが自己のピットを通り過ぎ て停 車した場 合、当該 車 両は自チ
ームのピット要員によってのみ押し戻すことができる。
自己のピット手前 で 停止し、自走にて移 動出来ない 場 合は、オフィシャ
ルの許可を得た後に自チームのピット要員によって自ピットまで押す、ま
たはピットガレージ内に押し入れることができる。

（3）

（4）

（5）

シグナリングプラットフォームへ出られる要員は、以下の中の 3 名までが
常駐できる。

ドライバー交代を行った際は、トランスポンダーの交換・設定変更を確実
に行わなければならない。

（1）

（2）

ピット作業第18 条

ドライバー、及びチーム監督

本条（8）に定められる、登録されたピット要員

S TO が配布した「ピットサインマンビブス」を着用した要員

 ・

 ・

 ・

ピット作 業エリアでどのような 理 由であっても停 車の場 合は、エンジン
を停止させなければならない。
調 整、あるいは調 節のためにエンジンを始動させる場 合は、補助エネル
ギー源を使 用することが 認められる。
ただし、再びレースに加わるために車 両をスタートさせる場 合のエンジ
ン始動は、運転 席においてドライバーがその車両に装備されている始動
装 置によって行わなければならない。この場 合、当初（ 大 会 初日の 公 式 車 検

時 の 状 態 ）の車 載 バッテリーを補 助するバッテリーの追 加、及び 補 助 動力
源の一時的接 続などは一切認められない。
また、再びレースに加わるためのエンジン始 動は、全てのピット作 業 が
終了した後に行われなければならない。ピットガレージ 内で 作 業中の場
合は、エンジンを始動したままピット作業エリアに出てはならならない。
ジャッキアップ 中、またはジャッキダウン途 中にエンジンを始 動させる
事は禁止される。

（2）

とは許される。ここでいうドライバー交代とは、下車したドライバーと次に
乗車するドライバーが異なることを言う。
ドライバー交代回数は、各大会のレース距離、または時間を考慮し、各大
会により最終決定され大会特別規則にて発表される。
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3）

2）

給 油コックの操作、給 油ホースの保持等の補助、車両に触れずにタイ
ヤを目視確認する事は、給油中の同時作業とはみなされない。この作
業は登録された 8 人のピット要員が行うこと。

燃料補給要員、及び消火要員は全身に渡り耐火被服（ JA F/F I A 公認を強く

推奨）を着用し、更に頭部については目に対する火炎防護のため、バラ
クラバとバイザーにより外部と離されるフルフェイス型ヘルメットを着
用していなければならない。

燃料補給は登録された最大 2 名の燃料補給要員により行い、少なくとも1
名のピット要員が消火要員として、内容量 3kg 以上の消火器を持って燃料
補給作業が終了するまで待機しなければならない。給 油開始とは、給 油
装置が給 油口に向かいボディーラインから隠れた状態を給 油開始とみな
す。給油終了は、給油装置が給油口から外れボディーラインから出た状態
を給油終了とみなす。
給油中は 4 輪全てが走行可能な状態で装着され、ジャッキアップ用のエア
ホース、アース、オイル補給用のボトル以外は車両にいかなる物も接触さ
せてはならない。

（11）

1）S T-5 クラスに限定された燃料補給の場合、スーパー耐久シリーズ技術
規則に定められた専用給油口からの場合を除き、燃料補給のための開
口部（リア・フード・ハッチ等）を開けた時点で給油開始とみなす。
同様にリア・フード・ハッチ等を閉じた時点を給油終了とみなす。
給油の際、ボトルの蓋は完全に閉まっていなければならない。

燃料 補給は車両が停車している時のみ行うことができる。
また、燃料 補給ホースを給 油口に差し込んだ状態でのジャッキ作動（ジャ

ッキの上げ 下げ ）は禁止される。

（12）

（10） A・B ドライバーの公式予選（ 狭義の公式予選）、及び決勝レース中の車両への
燃料補給は、最新の JA F 国 内 競 技 車 両 規 則 第 3 章 第 10 条 10 - 3）に規
定されている燃料補給装置により、ピット作業エリアで行われなければな
らない。
また、燃料補給装置の使用は、各大会の指定された時間に技術委員によ
り実施される燃料補給装置検査に合格したものに限られる。
S T-4、S T-5 クラスにおいては、S TO が指定した燃料 補給装置を使用して
の給油方法に限られる。1 回のピットストップで補給できる燃料は S T-4 ク
ラス 最大 6 0 L 以下、S T-5 クラス 最大 20 L 以下に限られる。
また、燃料補給装置の使用は、各大会の指定された時間に技術委員によ
り実施される燃料補給装置検査に合格したものに限られる。

給油中の作業は、以下の作業を除き全て禁止とする。認められる作業はド
ライバーとメカニック 1 名またはメカニック 2 名で行う事。

（9）

ドライバーの降 車、または乗車補助

シートベルト装着の補助

トランスポンダーの交換 、または設 定変 更

通信 機 器の配線接 続 、ドリンクボトル入れ替えと配管接 続 、ドライバ
ークーリングシステムの氷交換と配管の接 続

窓拭きと保護フィルムを剥がす作業

①

②

③

④

⑤

4）タイヤ交換のために  2 名の作業員が交換するタイヤを交換する場所の
直前で 待機する場合、交換するタイヤ、及び工具を車両の輪郭より内
側に入れての待機は禁止される。

1）

2）

作 業 員は、作 業 前 後 のタイヤを地 面に平置きの 状 態にしなけれ ばな
らず、他の者に手渡す、転 が す、放り投げる等の危険 な行為は許され
ない。
装 着 予定のタイヤは、他の 者 から援 助を一 切 受けることなく装 着さ
れなければならない。

ピット作 業 エリアに、車 両 停止 位 置を示すボードと、ピットガレージ
側 側 面に装 着 予定のタイヤのみを装 着 予定 場 所に事 前 配 置し、車 両
停止 位 置を示すボードを 保 持し車 両 誘 導する要 員以 外 、車 両が 停止
するまでファストレーン側の作業予定場所に出る事は出来ない。
事 前 配 置したタイヤ 等は、他 車 両や人 員等 通 行の妨げにならない 様
配置しなければならない。
車 両 誘 導 要 員は、車 両 停止 位 置を示 す ボードなどがピットインする
車 両に接 触して、自己の作 業エリア外に飛 散 することのないようにし
なければならない。

3）タイヤ交換の一連の作業中、装 着予定または取り外し後のタイヤ、取
り外したホイールナット等、作 業に使 用する全ての物が自然 移動して
しまった 場 合、作 業 員は直ちに自然 移 動している物に対 する安 全 管
理を行わなければならない。
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での要員の交代は認められない。
ピット作業 が長引く場 合は、ピットガレージ 内で 作業する事。この場 合、
作業人数は規定しないが、ピットガレージ内から車両を出し入れする場合
は規定の人数で行われなければならない。
全ての公式セッション中にピットガレージのピットロード側シャッターを閉
める事は許可されない。
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順位判定は、最終周回を完了し、本コースのコントロールライン上でチェッ
カーフラッグを受けたものに対してのみ行われる。ただし、赤旗表示の場合
は適 用されない。

先頭車両がコントロールラインを通過すると同時に、そのレースは終了し
たものとする。チェッカーフラッグは、5 分間提示される。

先 頭 車 両が 所 定の周回 数（ 時 間）を完了する前にレース終了の 合 図（ チェッ

カーフラッグ ）が出された場 合、レースはその時点で 終了したものとみなさ
れる。
また、レース終了の合図が 遅れて表示された場 合、レースは先頭車両が
所 定のレース 距 離（ 時 間 ）を本来 完了するべきであった時点で 終了したも
のとみなされる。

（2）

（3）

（4）

レース終了の合図は、総合 1 位の車両（ 以下、先頭車両という）が当初のレース
距離、または時間を走破した時点で、直ちに本コースのコントロールライ
ン上で表示される。
ただし、時間レースの場合は、特に大会特別規則書にレース終了の表示方
法が定められている場合を除き、所定のレース時間を終了し、最初に先頭
車両がコントロールラインを通過する時点でレース終了が表示される。

（1）

レースの終了、及び順位認 定第21条

全てのセッション中、シグナリングプラットフォームの 3 名やドライバーを
含み、ピットガレージよりコース側に出る人員は、通気穴の多数あるもの
や発泡ポリエチレン製サンダル、あるいは靴以外の履物の使用は禁止され
る。
シグナリングプラットフォームの人員 3 名は、シグナリングプラットフォー
ムとピットガレージを往復する場合は、安全を確認し立ち止まることなく
速やかに行うこと。

（19 ）

自己のピットガレージがパドック内仮設ピットの場 合、オフィシャルに申
告しピットガレージに戻って作業することができる。

（20）

レース中の ペナルティの履 行については、本コースのコントロールライン付
近でペナルティを示すボードが提示された時点で履行が 許される。ボード提
示前の行為は、ペナルティ履行とは認められない。

ペナルティの履行第19 条

決 勝レース中、コース内において車 両が 停止した場 合、レッカー車等に
よって車 両をリペアエリア（ パドック）まで 運 ぶ「 救 済 処 置 」をとることが
ある。「 救 済 処 置 」を行う場 合、各大 会 の 特 別 規 則、または公 式 通 知に
示される。

救 済の方法、及び救 済に要する時間等の抗議は一切受け付けられない。
また、停止 位 置 や状 況によっては「 救 済 処 置 」が 行われ ないことも承 知
していなければならない。

（1）

（2）

救 済 処置第20 条

燃料のピットガレージ内への持込は、20 L 以下の消防法に適合した市販の
金属携行缶により最大 10 0 L までとする。
また、燃料給油所よりピットまで燃料を運ぶ場合も同様の容量の金属携行
缶で行わなければならない。

燃料をピット内に貯蔵する場合、参加者は各々内容量 3kg 以上の消火器を
2 個以上配備しなければならず、また、それらが正常に作動することを確認
しておかなければならない。

（14）

（15）

ピット作業エリアに設 置されるエアホース等を保持するためのアーム高さ
は、アームに取り付けられた全ての物を含め如何なる部分も、ピット作業を
行う時を除きピット作業エリアから鉛直に 2m 以上の高さを保持していなけ
ればならない。

（16）

公式予 選（ 狭 義の 公 式予 選 ）、及び決 勝レース中のオイルを含むガソリン以 外
の液体が 補給できるのは、ピットガレージ内、またはピット作業エリアに
限られる。

（17）

参加者は、ピットインした車両から取り外した部品（特にハブナット等）が、作
業中に自己のピット作 業エリアから外 部 へ飛 散しない 様、厳 重に管 理す
る義 務を負う。

（18）

燃料 補 給はエンジンが 停止され 、アースが 取り付けられてから行うもの
とする。また、アースは燃 料 補 給 が 終了するまで 確 実に保 持されていな
ければならない。

（13）
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レースの再開2.

赤旗によるレース中断後の処置は、競技長、大会組織委員会、及び S TO に
て全体の状況把握に基づいて再開の決定を為し、大会審査委員会の承認の
もと、全競技関係者、及び大会入場者全員に然るべき方法で通達されるも
のとする。

中断はできる限り短く保たれ 、再開 時 刻の決 定が 為されると、直ちに
チームにはピット放 送 等を通じて伝 達され 、同時に全 競 技 関 係 者、及
び大会入場者 全員にも然るべき方法で 通 達されるものとする。

レースの再開が決断された時点で、再開「5 分前」が『パドック放送』、及
び『モニター表示』により合図され、再スタートの進行が開始される。

再スタートの先導車である SC は、赤旗ラインの先頭車両ではなく、当
初のレース順位の先頭車両の前に配置される。オフィシャルの誘導によ
り当初のレース順位の先頭車両より前にいる車両はエンジンを始動し、
コースを 1 周して再スタートの隊列の後尾に着くこと。

レースはスタートシグナルのグリーンライトを合図に SC 先導により再開
される。SC に後続するすべての車両はグリッドを離れ、非競技化された
周回でレースが再開される。
隊列は、当初のレース先頭車両を先頭にした隊列の後尾に 5 分前にコー

赤旗中断時点で正規にピットインしていた車両で、「 5 分前 」の合図が出
された時点でピット出口に整列できた車両は、前項 3）による隊列の更に
後尾に着くことが認められる。

1）

2）

3）

5）

4）

前項 ③ の場 合を除き、ドライバー交 代は認められない。⑤

グリッド上には、登 録されたチーム要員と競 技 役 員のみが立ち入り
を認められる。

④

2）コースが 閉 鎖されたこと等によりグリッドに戻ることが できなくなっ
た車両がある場 合、当該車両はコースが使 用可能な状態になり次 第そ
れまでの順でグリッドに戻される。
レース再 開 時 のグリッドは、レースが 中断される最 終 のコントロール
ライン通 過 順に配列され大会 審 査委員会は承認を行う。

レースが中断された後にピットレーンに進 入した車 両、あるいはグ
リッドからピットレーンに押し出された車 両には、レース再 開 後に
ペナルティが 課せられる。
レース中断の 合 図が出された際、すでにピット入口あるいはピット
レーンにいた車 両については、正 規ピットイン車 両として自己のピ
ットに停止することが 認められ 、ペナルティを受けることはない。

ピット作 業については継 続することが 認められドライバー交 代の為
にピットインしていた車両（正 規のピットイン車 両）に関しては、交 代後の
ドライバーの着座が 認められる。

②

③

3）レース中断中の処置は次の通りとする。

計時システムは停止せず、ラップモニターの時間管 理はレース継 続
を表示している。

①

競技長の決定により、レースを非競技化するために FC Y、及び SC が使用され
る場合がある。
FC Y、及び SC は、ドライバー、またはオフィシャルが危険な状況であるが、レ
ースを中断するほどではない場合に使用される。
その運 用は本規則の附則 1、附則 2 に定める。

事故 等によってコースが 閉鎖されたり、天 候、またはその 他の事由で競 技の
継 続が危険となり、決 勝レースを中断する必要が生じた場 合、競技 長は赤旗
をすべての監視 ポストで提示することを命じ、レースを中断する。

決 勝レース中のフルコースイエロー（FCY）
及びセーフティカー（SC）運 用規 定

（ FIA 国際モータースポーツ競技規則付則 H 項に基づく運用 ）

レースの中断、及びレースの再開

非競技化第22 条

第23 条

レースの中断1.

1）中断の合 図「赤旗 」が出されたら、追い越しは禁止され 、ピット出口は
閉 鎖される。全 車は直ちに赤 旗ライン後 方のグリッドまで ゆっくりと
進 み、先 頭 車 両の 位 置に関わらずスタッガードフォーメーションで 停
止しなければならない。この時点でのピットインは禁止される。
なお、レース再 開 時 のグリッドは、赤 旗ラインに停止した 順を基 本と
する。

最 終 周 回を完了した 車 両の中で、クラス毎に走行周 回 数 が 優 勝 車 両の
70 %（端数切捨て）に達しない車両は順位の認定を受けられない。

（5）
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競技参加者（エントラント）、チーム監督（ 競 技 責任者）、ドライバー、チームクル
ー、及び ゲストは発 行されたクレデンシャル 等を常に正しく身に着けて
いなければならない。
車両 通行証も含めクレデンシャルパスの不正使 用が発覚した場 合は、大
会 審 査 委 員 会に報 告され 、本来 発 生する費 用の負 担とともに厳 重に罰
せられる。

ペット類（身体障害者補助犬法に基づく場合、及びそれと同等の使命を持った動物を除く）の
パドック、ピットエリアへの入場は禁止され、16 歳未満の者は競技中のピ
ットレーンへの出入りは、禁止される。
また、競技車両、及びオーガナイザーが特に認めた車両を除き、レース場
のいかなる場所においても自動車登録番号標（ナンバー）を有さない車両等の
使用は禁止される。

（6）

（7）

（5）競 技会期間中、エントリーに関わるすべての関 係 者は、当該 競 技参加 者
（ エントラント）や その 代 理 人、及び チーム 監 督（ 競 技 責 任 者）と同 様に規 則を
遵守しなければならない。

競技参加に対する遵守事項第24 条

競 技参加者（エントラント）は、自己の参加に係わるすべての者に、すべての
法 規、及び規則を遵守させる責任を有する。

競技参加者（エントラント）は、自らがチーム監督（競技責任者）とならない場合、
別途、当該競技に有効な競技参加者許可証、または競技運転者許可証（国

内 A 以 上）を所持したチーム監督（ 競 技 責任者）を指名し、スポーツ規則に係る
全権を委任しなければならない。
その場合、競技参加者（ エントラント）は、S TO に年間登録するか、当該 競技
会初日の参加受付時までに、当該 大会事務局に文書にてチーム監督（ 競技

責任者）にスポーツ規則に係る全権を委任した旨の書面を提出しなければな
らない。

（1）

（2）

（3）競技参加者（エントラント）、またはスポーツ規則に係る全権を委任されたチー
ム監督（ 競技 責任者）は、チーム監督（ 競技 責任者）ミーティングの他に、S TO が
招集する S TO 会議に出席しなければならない。

（4）競 技参加 者（エントラント）、チーム監 督（ 競 技 責 任 者）は、競 技会期 間中、自己
の競 技 車 両が 競 技 車 両 規 定、及び 安 全 規 定に適 合していることを 保 証
しなければならない。

この周回の間は、F I A 国 際 競 技 規 則付則 H 項 第 2 章 2.10  S C 運 用手
順 2 .10 .15 、2 .10 .16 、2 .10 .17 、及び 2 .10 .18 が 適 用される。

レースが「 時間レース」の場合、赤旗中断からレース再開までの時間は
競技時間として数えられるが、ドライバー運転時間は、赤旗中断中の時間
を除き、当初の規定時間を超えてはならず、本シリーズ規 則 第 13 条（2） 
で定める A ドライバーの最 低義務周回数（ 周回時間）、並びに第 17 条のド
ライバー交代を伴うピットストップ回数の適用を除外する。
ただし、除外しない場合、及び規定時間等を変更する場合は、大会審査
委員会承認のもと、S TO が新たな規定時間等を決定し発表する。

8）

9）

SC は、以下の場合を除き、少なくとも1 周後にピットレーンに入る。7）

全ての車両がセーフティカー後 方で、まだ整 列されていない場 合。

さらに SC 介入が必要な状況が重ねて発生している場合。

①

②

レースの終了3.

赤旗によるレース中断後、競技長、大会組織委員会、及び S TO にて全体の
状況把握に基づいてレース再開が 不可能と判断された場合、大会 審査委
員会の承認のもと、全競技関係者及び大会入場者全員に然るべき方法で
レース終了の通達が為されるものとする。この場合の処置は、レース中断
の合図が出された周回の 1 つ前の周回が終了した時点の競技 結果が採用
される。
赤旗中断をもってレース終了とされた場合について、本シリーズ規 則 第 13
条（2 ）で定める A ドライバーの最低義務周回数（周回時間）、ならびに第 17
条のドライバー交代を伴うピットストップ回数の適用を除外する。
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SC 先導による再スタート時に、グリッドからスタートできずに遅れてし
まったドライバーは、セーフティカー後方の車両列の最後 尾につかなけ
ればならない。
2 名以上のドライバーが関与した場合には、グリッド順に隊列の最後 尾
に整列するものとする。

6）

スを周回して隊列後尾に着いた車両、更に正規ピットイン車両で 5 分前
にピットアウトできた車両の順番で構成される。

競 技参加 者（エントラント）、チーム監督（ 競 技 責 任 者）、及びドライバー等のチ
ーム関 係 者は、競 技 長によって待 機の指示があった場 合、もしくは事情

（8）
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クラス別ポールポジションポイント（グリッド表による）

各クラス共通、グリッド表ポールポジションチームに対し 2 ポイント。
1）

シリーズ ポイント基 準第29 条

S TO にあらかじめ登録され、正式に参加受理されたチーム（S TO に登録された

ゼッケン番号を基準としたクラス別の競技車両単位）に対し、大会毎に定めたポイント
を与え、ポイント数に従って第 2 条に規定するクラス別にシリーズ順位を
決定する。

（1）

記者 会見第27 条

各大 会にて公 式 記 者 会見 が 実 施される場 合は、指定された者は出 席しなけ
ればならない。

無線の使 用第28 条

大会期間中、サーキット内で 無線設備（ アンテナを含む）を使 用して通信を行う場
合、日本の電波管理法に従った方法で無線通信が行われなければならない（大

会特別規則で特に規定されている場合は、大会特別規則が本条より優先して適用される）。
また、モータースポーツ無線協会（M o S R A）の無線器機の使用が強く推奨される。
なお、無線設備の使用は、事前に S TO を通じオーガナイザーに無線の詳細を
届け出て、許可を得なければならない。許可を受けた後の周波数変更等は再度
申請が必要となり、許可無く行った場合にはペナルティポイント付加等の対象
となる。
さらに、この届出内容に逸 脱し、電波 法 違反で取 締りを受けた競技参加者に
対しては、失格の罰則が課せられる。
また、S TO はチームが使用している無線の周波数を把握すると同時に、場合に
よっては興行の一部として無線内容を観客やテレビ 放映時に一部公開出来る
権利を有する。

抗議、及び 判定に関する問い合わせ第25 条

抗 議は、規 定の抗 議 料を添えて文 書で 競 技 長に提出する。競 技参加 者（エン

トラント）、及び チーム 監 督（ 競 技 責 任 者）のみが 判 定に関する問い合わせと抗 議
権を有する。
各大会にて規則で定められている以外の抗議・アピールについては、一切認
められない。

式 典 条項第26 条

各大会のレース終了後に行われる暫定表彰式には、当該 入賞ドライバー全員
の出席が義 務 付けられる。
また、当該 入 賞ドライバーは、指定タイヤメーカー 提 供 の帽 子（ キャップ ）を正
しく着用して式 典に臨むことを拒否できない。

競技参加者（エントラント）、及びチーム監督（競技責任者）は、レース期間中、自
チームが雇うキャンペーンガール（通称レースクィーン）の衣装に関し、S TO にて
着用拒否の判断が下されることがあることを承知していなければならない

（ 露出、品位等）。これにより衣装が拒否された場合、新たなる衣装に変更し
承認を受けない限り、当該キャンペーンガール（ 通称レースクィーン）の活動は
認められない。

競 技参 加 者（ エントラント）、チーム 監 督（ 競 技 責 任 者）、ドライバー、及び チー
ムクルーは、観客、参加 者相互、あるいは競 技 役 員、その 他関 係 者に対
して、攻撃的、または侮 辱的な言動を行うことは慎まなければならない。

（12）

（13）

指定された場所以外での火気の使 用、及び 喫 煙は禁止される。

競技参加者（エントラント）、チーム監督（競技責任者）、ドライバー、及びチーム
クルーには、誠実な行動が求められる。
違反した場合、罰則の対象となり、S TO はシリーズとしての参加を拒否す
ることができる。

競技参加者（エントラント）、及びチーム監督（競技責任者）は、レース期間中、自
チームが指定されたパドックを正しく使用していることに対する全ての責
任を負う。
大会事務局、及び S TO の指定したパドック使用方法に従わない参加者は、
理由の如何を問わず処罰の対象となることを承知しているものとする。
ここでいうレース期間中とは、最初の参加受付が実施される日から決勝レ
ースが終了しパスコントロールが解除されるまでを言う。

（9）

（10）

（11）

聴 取 等 を受けた 場 合 は、指 示 が あるまで サーキットを離 れては ならな
い。
やむを得ない 事由により代 理 人を残す 場 合は、大 会 審 査 委 員 会の承 認
を得なければならない。
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①

②

1 位の回数が一番多いもの。

1 位の回数が同数の場合、2 位の回数が一番多いものとして、それで
も決まらない場合、同様の方法で差がつくまで続ける。

以 上の方法で順 位 決 定が 難しい場 合は、最 終 戦の順 位をもとに S TO
が決定する。

シリーズ 順位の決定は、次の通りとする。

チームは年間を通じ、第 2 条 に規 定する車両であればクラスに関 係なく
異なる車両で参加することが認められるが、ポイントは S TO に登録された
競技ゼッケン番号を基準としたクラス別の競技車両単位で集計される。

（4）

（3）

全戦の獲得ポイントを集計し、最も獲得ポイントの多いチームをシリー
ズチャンピオンとする。
ただし、S T-X・S T-Z・S T-TCR クラスについては、獲 得ポイントの多い
順に 7 戦中 6 戦の獲得ポイントを集計し、最も獲得ポイントの多いチー
ムをシリーズチャンピオンとする。
なお、開催されたレースの合計数が、6 戦以下の場合は、開催された全
てのレースが獲得ポイントの対象となる。

複 数のチームが同点の場 合、以下の方法で決定する。

1）

2）

シリーズ 順 位の成 立には、各クラスにおいて少なくとも 5 大 会 が 第 2 条
（4）によるクラスの成立を必要とする。

（2）

赤旗中断をもってレース終了とされた場 合のポイントについて4）

①

②

先 頭 車 両 が 2 周 回 を完 了し、かつ 走 行 時 間 が 当 初のレース 時 間 の
2/3  未満でレースが中止された場合、レースは成立しシリーズポイン
トの半分が与えられる。

先頭車両が当初のレース時間の 2/3 以 上を完走した後にレースが中
止された場合、レースは成立しシリーズポイントは全てが与えられる。
また、当初のレース時間、及び距離が上記に当てはまらなくなった場
合は、S TO がブルテンにより発表する。

1位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 11 位以下で完走扱い

45 35 27 23 18 13 9 7 5 3 1

④

⑤

⑥

⑦

当初のレース距離が 12 時間、または 1, 4 0 0 k m 以上の競技会につい
ては、下記ポイントが与えられる。

予選 順位による 2 レース制で開催される競技会については、上位レ
ース、及び予選 順位による振り分けが行われないクラスは上記レー
ス時間（ 距 離 ）各レース結果に基づき、それぞ れポイントが 与えられ
る。下位レースについては通常ポイントの 1/2 の得点が与えられる。

シリーズ最終戦のレース距離が、5 時間、または 70 0 ｋｍ未満の競
技会の場合、通常ポイントの 1.5 倍のポイントが与えられる。

シリーズ最終戦のレース距離が、5 時間、または 70 0 ｋｍ以上の競
技会の場合、通常ポイントの 1.2 倍のポイントが与えられる。

③

1位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位 11 位以下で完走扱い

30 22.5 18 15 12 9 6 4.5 3 1.5 1

当初のレース距離が 5 時間、または 70 0 k m 以 上の競技会について
は、下記ポイントが与えられる。

①

1位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位
10 7.5 6 5 4 3 2 1.5 1 0.5

当初のレース距離が 4 0 分、または 10 0 k m 以 上のスプリントレース
で開催される競技会については、各レース結果に基づき、それぞれ
下記ポイントが与えられる。

②

1位 2 位 3 位 4 位 5 位 6 位 7 位 8 位 9 位 10 位
20 15 12 10 8 6 4 3 2 1

当初のレース距離が 3 時間、または 3 0 0 k m 以 上の競技会について
は、下記ポイントが与えられる。

シリーズの一戦として認 定された各レースにおいて、完 走し順 位 認 定
された上位チームに与えるポイントは次の通りとする。

シリーズポイントは参加台数に関わらず 順位に応じて与えられる。

2）

3）
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ブルテン、公式通知第32 条

シーズン途中における規則の制定、改定などは「S TO ブルテン」として公 表さ
れる。また、各大会での細則は公式通知として公表される。

スーパー耐久機構（S TO）は、プロモーターとして本年度開催されるスーパー
耐久シリーズの全主催者と合意の上、シリーズが運営される。

スーパー耐久機構（S TO）は、シリーズの育成、振興、運営の円滑化を目的
とし、規則の制定、年間エントリー、及びスポットエントリーに関わる最
終権限を有する。

スーパー耐久機構（S TO）の指名する各役員は、スーパー耐久レース運営の
標 準 化、判 断基 準の統 一 性の維 持、安 全 性・公 平 性の向上を目的とし、
大会役員と協力してシリーズ運営を推進する。

（1）

（2）

（3）

スーパー耐久機 構（STO：Super Taikyu Organizat ion ）第33 条

競技 細則第31条

各大会における競技 細則については、各大会 特別規則に基づいて運営される。

（3）シリーズ で 最もポイント獲 得 台 数 が 多かったクラスで、シリーズランキ
ング最 上位の『N A PAC 部 品 搭 載 車両』に対し、N A PAC 賞として賞金￥
3 0 0,0 0 0 が贈呈される。

全クラス シリーズ出場奨励金

シリーズチャンピオン ￥1,000,000

シリーズ 2 位 　￥500,000

シリーズ 3 位 　￥300,000

シリーズ 4 位 　￥150,000

シリーズ 5 位 　￥100,000

シリーズ 6 位 　  ￥50,000

※ 法 令に基づき、個人への出場 奨 励 金には、源 泉税等が 課 税される場 合 があります。

（2）シリーズ出場奨励金は、下記の規定に従い S TO より授与される。

シリーズ出場奨 励金の授与対象条 件を満たす台数が 12 台以上のクラ
スは、6 位まで授与される。

シリーズ出場奨励金の授与対象条 件を満たす台数が 6 台以上 12 台未
満のクラスは、3 位まで授与される。

シリーズ出場奨励金の授与対象条件を満たす台数が 6 台未満のクラス
は、1/4 に減額且つ下記に制限される。

・ ポイント獲得台数 4 台～5 台
・ ポイント獲得台数 2 台～3 台
・ ポイント獲得台数 1台

：出場奨励金 2 位まで
：出場奨励金 1 位まで
：出場奨励金対象外

1）

2）

3）
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シリーズ出場 奨 励 金の授与対 象 条 件は、シリーズにおいて S T-X・S T-Z・
S T-TCR クラスは合計 6 大会以 上、その他のクラスは合計 5 大会以 上の出
場実績が必要とされる。
ただし、開催された大 会の合計 数 が当初の予定数より少なくなった場 合
は、全ての大会への出場実績が必要とされる。

出場 奨 励 金の授与 ※ S T- Q クラスを除く第30 条

（1）
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①

②

SC から合図された場合
SC がピットレーンを使用している間、指定されたガレージエリアに車両
が停車している場合。

決 勝レース中のセーフティカー（SC）運 用規 定
（ F IA 国 際 モータースポーツ競 技 規 則付則 H 項に基づく運 用）

〈附則 2 〉

SC は車体の両サイド、及びリアに「 SA FE T Y  C A R 」と表記され、ルーフにイ
エローまたはオレンジ回転灯を、車体後部にグリーンライトを備えた車両を
使用する。

SC 導入決定と同時にシグナルタワーを含む全ての監視ポストにおいて、振
動表示のイエローフラッグ、ならびに「SC」と書かれたボードが表示され、
SC が活動中は継続提示される。

SC はオレンジ灯を点灯させて、ピットレーン出口よりコースインする。コー
スインは先頭車両の位置に関係なく、即時行われる。

全ての車両は、SC の後方に車両 5 台分の距離で隊列を作って、整列しなけ
ればならない。

SC の隊列は、以下の例外を除いて、SC がピットに戻った後、車両がスター
トラインに到達するまで追い越しは禁止される。

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

競技長から指示があった場合、SC は SC と先頭車両の間にいる車両に対し
てグリーンライトを使い SC の前に出るよう合図する。これらの車両は減 速
したまま他の車両を追い越したりせず走行を続け、SC 後方の隊列につく。

SC は、少なくとも先頭車両がその後方につき、残りの全車両がさらにその
後方に整列するまで活動を続ける。SC の後方についたら、レース先頭車両
は車両 5 台分以内の車間距離で続く（再スタートの状況下は除く）。残りの車両は
できる限り詰めて隊列を保たなければならない。

一度 SC の後方についた先頭車両がピットインした場合、SC の直後を走行し
ている車両を先頭車両と見做し、SC はピットインした先頭車両を再度後方
につけることはない。

SC 活動中、必要以上の減速走行、異常走行、またはいつなんどき他のドラ
イバーへ危険が及ぶかもしれない走行をしてはならない。

7.

8.

9.

6.

③ 明らかに問題を抱えて、車両がスローダウンしている場合。

決勝レース中のフルコースイエロー「 FCY 」＋ ゾーン 50「 ZONE50 」
運用規定

〈附則 1〉

競技長は、安全上の理由で必要であると判断した場合、フルコースイエロー
「 FC Y」期間を宣言することができる。一旦「 FC Y」の状態になると、1 列縦
隊に整列し、追い越しは厳禁とされる。
すべての監視 ポストでは、振 動表示のイエローフラッグならびに「 FC Y」と
書かれたボードが提示される。

「 FC Y 」が運用されている間に、不要に遅く一定しない動きで、あるいはそ
の他のドライバーに危険を及ぼす恐れがあるような方法で運転されている
一切の車両は大会審査委員会に報告される。これは、そのような車両が本
コース走路にある時、ピット入口にある時、あるいはピットレーン出口にあ
る場合にも適用される。

「 FC Y」運用中、全ての競技車両はピットレーンに進入する事は出来ない。
従わなかった場合には、6 0 秒以上のペナルティストップが課せられる。

マーシャルによるコース上での撤去作業や危険な現場直前の監視ポストで
は、イエローフラッグ 2 本の振動表示と「ZO N E5 0」と記載されたボードが
提示され、車両は直ちに 5 0 k m/h まで速度を落とさなくてはならない。

「 ZO N E5 0 」区間を通 過後、次のイエローフラッグの振 動表示と「 FC Y」と
記載されたボードが提示された監視ポストより 5 0 k m/h 規制区間は解除さ
れるが、追い越しは禁止される。「 ZO N E5 0 」区間は、複数のポスト間とな
る場合もある。

一旦問題 が解決したならば、競技長は「 FC Y 」の解除を宣言する。この時
点で、全ての監 視 ポストは、イエローフラッグと「 FC Y 」ボードを撤去し、
同時にグリーンフラッグが振動表示される。
レース、および追い越しは制約を受けることなく、車両同士の位置関係やラ
インに対する車両の位置に関わりなく、通常に再開される。

「 FC Y 」期間終了後も、問題が解決しておらず、安全面が危険にさらされて
いる場合には、セーフティカーの介入がなされる。

「 FC Y 」が運用されている間、ドライバーがドライブスルー、およびペナル
ティストップを消化する目的で、すでにピット入口にいない限り、ペナルティ
を消化することはできない。

上記 以 外の運 用を行う場 合、大 会 特別規 則書、または公式 通 知にて公示
される。

1.

2 .

3 .

4 .

5 .

6.

7.
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越しが認められる。
SC 後方の最後尾車両がピットレーン終端部を通過した直後に、ピット出口
のライトがグリーンになり、その時点でピットレーンにいる車両はコースに
合流でき、SC 後方の車両隊列の最後尾に加わる。
出遅れた車両、及び SC が先導している周回の途中でスタート順 序の位置
を保てなかった車両は、その他走行中の車両を追い越すことはできず、SC
後 方の車両隊列の最後 尾につかなければならない。2 名以 上のドライバー
が遅れた場合、それらはグリッドを離れた順に、隊列の後 尾に着かなけれ
ばならない。

スーパー耐久シリーズは、9 クラスが混走することで成り立っている。
各クラスそれぞれの車両を尊重するとともに、スポーツマンシップに則り走行
しなければならない。

ドライバーは定められたトラックのみを使 用し、常にサーキットにおける
ドライビングマナー（ F I A 付則 L 項 4 章「サーキットにおけるドライブ行為の規律」）を遵
守しなければならない。

基 本的に同一周回で競う車両は、先行する車両に優 先権がある。

1.

2.

ドライビングマナーに関するガイドライン〈附則 3 〉

速い車両は、クラス違いの先行車両が 避けてくれないことを原則として走
ること。

基 本 的に同 一周回車 両同士で 順 位を争うこと（ ピットイン・タイミングにおける

周回違いを除く）。

同一周回で競う車 両同士では、相手の前に位 置する車 両は、急 激な車 線
変 更は慎むこと。

サイドバイサイドでコーナーに入った車両同士の場 合、お互いの走行ライ
ンを尊重し、車両の接触によりコース外に押し出してはならない。

先 行 車 両を追い 抜き直 後、または 追い 抜き終了以 前に、幅 寄 せ、及び 当
該 追い抜いた車両の走行を妨害しない（ 追い越して前に出た場 合の割り込み行為に

よる事故 防止）。

方向指示器（フラッシャーランプ ）の使 用方法は、自分が行きたい方向を示す。

各クラスの車 両は、常に速い車 両が 後 方より急 速に近づくことを想 定し、
後 方確認を怠らない。

5.

6 .

7.

8.

9.

3 .

4.

最終周回の開始時点でも、まだ SC が出動中である場合、あるいは最終周
回に出動した場合、SC はその周回の終了時にピットレーンに入り、競技車
両は追い越しする事なしにそのままの状態でチェッカーフラッグを受ける。

特殊な状況の場合、レースが SC 後方からスタートする場合がある。この場
合、1 分前シグナル前のいずれかの時点で、SC のオレンジ色のライトが点灯
される。これはレースが SC の後方からスタートすることをドライバーに知ら
せる合図となる。
グリーンのライトが点灯されると、SC はグリッドを離れ、すべての車両はグ
リッド順と、車両 5 台分以下の距離を保ちながら続く。フォーメーションラ
ップは行われず、レースはグリーンのライトが点灯した時点でスタートとな
る。初めの周回で、ある車両がそのグリッドポジションから出遅れた場合の
み、他の残りの競技車両が 著しく遅れをとらないために、その車両の追い

15.

16 .

SC が活動中の各周回は、レース周回として数えられる。14.

SC がピットインロードよりコースアウトしたと同時に全ての監 視 ポストで
は、イエローフラッグと「 SC 」ボードを撤去し、同時にグリーンフラッグが
振動表示される。
車両の隊列が、メインストレートを通 過する際にグリーンライトが提示され
る。ただし、スタートライン（コースによっては、コントロールライン）を越えるまでは、
追い越し厳禁となる（最終コーナーに隊列が確認され、その隊列の最後尾がピットレーン出
口を通過するまではピットレーン出口のレッドライトが点灯され、ピットレーンにいる車両のコース
インはできない）。

13 .

SC が活動中、競技車両はピットレーンに進入できる。ただし、例外的にピッ
トインが制限されるレースにおいては、別途特別規則書に詳細が記載され
る。ピットインした車両と SC 導入時にピットにて作業中の車両は、ピットレ
ーン出口にてグリーンライトが点灯している時のみコースインすることがで
きる（最終コーナーにセーフティカーが確認され、その隊列の最後 尾がピットレーン出口を通 過
するまではレッドライトが点灯され、コースインはできない ）。

SC の呼び戻しが決定されると、SC はオレンジ灯を消灯し、その周回が終了
する時点でピットロードに入る。

10 .

11.

SC がピットインロードに戻るまでの間、事故の可能性を回避するために、
車上のライトが消灯された地点から、各ドライバーは、加速、減速、または
他のドライバーを危険にさらしたり再スタートを妨げたりする戦術的操作と
いった異常な行為を行ってはならない。全ての競技車両は追い越すことはな
く隊列を維持し一定の速度で走行しなければならない。

12 .

S C 後 方からのレーススタート
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決 勝フォーメーションラップでは前車両との間隔を 10 車身以内、G R I D ボ
ード提示以降、ならびに SC 導入時には、5 車身以内で走行するように務め
なければならない。

G R I D ボード提示以降は、“ 2 × 2 フォーメーション ” を形成し、隊列を乱すよ
うな加減速は禁止する。

走行中のことが 原 因で 他のドライバーに口頭で 注 意 喚 起する場 合、自チ
ームのチーム監督（ 競 技 責 任 者）やアドバイザリードライバーを同道の上、注
意喚 起すること。

暴力行為・暴言 行為、初心 者ドライバーやジェントルマンドライバーの育
成を妨害する言動を含む行為に対しては、本シリーズ規則によるペナルテ
ィのみならず、出場 停止、行政への告 発等の処置も行う。

競技に参加するすべてのドライバーは、規則書を必ず 熟 読し、規則に則っ
た 命 に関 わるス ポーツであることを十 分 に認 識し、ペナルティを受けな
いように最 善 の注 意を払い、シリーズ全 体 の 進 行を妨げないよう心して
臨むこと。

24.

25.

26.

27.

28.

走行セッションはチェッカー旗により終了となり、この旗を見て 2 度以上コ
ントロールラインを通過してはならない（ダブルチェッカー禁止）。

23.

※予選時のクラスボードも同様

スピン・コースアウト等の後、現 場をさらに危険な状 況にする行為をして
はならない。

ピットアウト直後の第 1コーナー（ 第 2 コーナーを含む場 合もある）で、本コースを
走行する車両の進路を妨害することをしてはならない。ピットアウトした車
両は本コース走行車両を優先させ、且つ当該コーナーはピットロード側をキ
ープすること。

赤旗 が 表示された場 合は十 分に減 速しコントロールされた速 度で各車両
のピット、または赤旗ラインに戻らなければならない。この時 追 越しは禁
止され 、スピン、コースアウト等も厳禁。

21.

22.

黄 旗中や赤旗中の減 速 が 不十 分でスピン、接触、クラッシュする行為、ま
たはそれらを誘引する、誘 発を引き起こす行為、及びそれらを引き起こす
恐れの高い行為をしてはならない。

ドライバーはオフィシャルの許可なくトラックを横断しないこと。

18.

19.

17.

コースアウト後におけるコース復 帰の安 全確認を怠ってはならない。

20.

クラッシュした場 合には先ずキルスイッチを切り、火 災が発 生している場
合には適切に消火器を作動させなければならない。

不 可抗 力を除く、トラック上での 停止もしくは一時 停止をしてはならない
（トラック外への 停車を遵守）。

車 両から降りた場 合には速やかにバリヤの 後ろに入り安 全を確保するこ
と。また、それまではヘルメットを脱がないこと。

15.

14 .

16.

威 圧的、攻撃的意図をもつ接触行為はしてはならない。

走行中の車両が重大なメカニカルトラブルを抱えた場合、安全を確保しつ
つ直ちにトラックを離れ なければならない。特に、車 両からのオイル漏れ
を認 識した場 合は、先ずレーシングラインを外 れ 、次にトラックから離 脱
して安全な場所に停止すること。決してピットに戻ろうとしてはならない。

予 選、及びテスト時、タイムアタックしている車 両に対しては、積 極 的に
進 路を譲る（ 妨害 行為の禁止）。

10 .

13 .

11.

12.

車 両をコース内に放置するドライバーは、可能な限りトラックから離れた
ガードレール 開口部 付近にステアリングホイール を装 着した状 態で 停 車
しなければならない。
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概 要：

ポイントはひとつの事 案に対し、ドライバー、及びチームに付与
される。
ポイントは、当該事象の発生月を含めて 365 日間累積される。
なお、ポイント加算後 1シーズン以上当該シリーズへの参加がない
場合は、原則としてポイントはクリアされ「 0 点 」となる。

2 . ①

②

③

原則として大会期間中に科されたペナルティに応じて、S TO はペ
ナルティポイントを付与する。S TO が独自にペナルティポイントを
科す場合もある。

〈ペナルティポイント累計制度〉

目的：チーム・ドライバーの安 全意識・規則遵守意識の向上1.

罰則： チームのペナルティポントの累積が「 2 0 点 」になった場 合、当該
チームは次 大会へ参加できない。

3. ①
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6 .

7.

8.

抗議： ポイントの付与、及び集計、罰則の履行に対する抗議は一切受け付け
られない。

大会期間中に課されたペナルティを上記事例に照らし合わせ、S TO が
ポイント付与し集計を行う。

集計：

告知： シーズン終了後、全エントラントに対し、ポイント集計結果を告知す
る。

2023 年 2 月 1日
スーパー耐久機構（ STO ） 制定・発行

※ 次 大 会レース参加拒否の罰則を履行した場 合、チームは「 10 点 」、ドライバーは「 5 点 」
が 減 算される。減 算後、再度ペナルティポントの累 積 が 規 定の点 数になった場 合、再
び 次 大 会レース参加拒否の罰則が履行される。

ポイントと対 象事例：4 .

ポイント 事 例

+3 〜 + 5 同クラス同士の接触で相手をスピンアウト・クラッシュさせる行為

+4 〜 +6 他クラス車、同クラス異周回数車をスピンアウト・クラッシュさせる行為

+2 〜 +3 黄旗中の追い越し（他クラス）

+3 〜 +4 黄旗中の追い越し（同クラス）

+3 〜 +4 黄旗中のスピン・コースアウト

+3 〜 +4 赤旗中のスピン・コースアウト

+1 〜 +3 安全確認義務違反（ピットロードスピード違反等一般規則違反）

+2 〜 +10 報復行為、上記事例で悪質と判断される行為や暴言・暴力行為

+1 〜 上記以外のドライバーに関わる軽微な違反行為

+1 〜 ピット作業違反・その他チームに関わる違反行為（チーム）

+5 〜 車両規定違反（チーム）

5 . ポイント付与：最大 運転時間超 過等ペナルティについても、当該ドライバー
が付与対象となる。

〈 大 会 組 織 図 〉

〈接触判定に関するフローチャート〉

ドライバーのペナルティポントの累 積 が「 10 点 」になった場 合、
当該ドライバーは 次 大 会へ参加できない（レース開 催日以 外に S TO が
実 施する 3 時間以 上の特別 講 習（有料）を受講した場 合、チームは「 10 点 」、ドライ
バーは「 5 点 」が 減 算される ）。

②
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参 加 車 両第 1章

S T-1 から S T-5 クラスに参加する車両は、最新の JA F 国内競技車両規 則  第 1 編・
第 2 章（レース車両の排気音量規制）・第 3 章（一般規定）・第 4 章（安全規定）・第 5 章（量産

ツーリングカー）に従い、更に以下に規定される「スーパー耐久シリーズ・技術規則」
に合致した車両とする。

S T-X クラスに参加する車両は、GT3 規格車両とする。
S T-Z クラスに参加する車両は、GT4 規格車両とする。
S T-TCR クラスに参加する車両は、TCR 規格車両とする。
S T- Q クラスに参加する車両は、原則 S T-1 から S T-5 クラス同様の車両規定に準
ずる事とする。

全ての 参 加 者は、指定フォームにて参 加車 両内容（車名、寸 法、排 気 量、安 全 装 備〈ロ
ール ケージ や 消 火器〉）等を記 載したテクニカルパ ス ポートを製 作し携 行しなけれ
ばならない。
テクニカルパスポートには、本規 則 第 2 章 第 3 条 6、7、8、9、10 にて規定された
認定を取得した部品の認定書が S TO により発行される。

頭部 、及び 頸部の保護装置（FH R システム）

最新の F I A 基準に従い公認された頭部、及び頸部の保護装置（ FH R システ

ム）の着用が義務付けられる。

競 技 用ヘルメット
以下のいずれかに該当するヘルメットの着用が義 務 付けられる。

②

①

・ 最新の国 際 モ ータース ポーツ競 技 規 則 附 則 J 項のテクニカルリス
トに列記されているヘルメット

SuperTaikyu 2023 Technical Regulation

スーパー耐久シリーズ 2023  技術規則

第 1 章

第 2 章

第 6 章

第 3 章

第 4 章

第 5 章

第 7 章

参加車両

車両規定

ハイブリッド車両に対する特別規定

ST -X クラス（GT3 規格）の車両規定

ST -TCR クラス（ TCR）の車両規定

ST - Z クラス（GT 4 規格）の車両規定

STO ブルテン

第 1 条

第 1 条

第 1 条

第 1 条

第 2 条

第 3 条

第 2 条

第 2 条

第 3 条

第 3 条

　　1.

　　3.

　　2.

　　4.

　　6.

　　7.

　　8.

　　9.

　　10.

　　11.
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ドライバーに関わる安全 装備第 1条

安全ベルトは、2 本の肩部ストラップと1 本の腰部ストラップ、及び 1 本以
上の脚部ストラップを有する最新の F I A 基準に従い公認されたものを使用
しなければならない。
その取り付け方法は、JA F 国 内 競 技 車 両 規 則 第 4 編 細 則「レース競技に
おける安全ベルトに関する細則」に従うこと。

（1）

各ドライバーは、参加する大会の装備品検査時間内に、使用する装備品の
申請書を提出する事（ 車検 場にて指定時間内に全ドライバーの装備品の検 査を受けるこ

と）。

（2）

STO 技術関係の申請認定フローチャート

参加特認車両一覧

84

86
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指定タイヤは、S TO より特に指定された場合を除き、シーズンを通じて車
種ごとにドライ用 1 種類、ウェット用 1 種類とする。
また、シーズン中に種類の変更が生じた場合、その都度 S TO より発表され
る。（S T- Q クラスについては別種類のタイヤを供給する場合がある）

指定タイヤには、事前に指定タイヤであることを証明する刻印が各サーキ
ットに開設される指定タイヤガレージにて施される。
この刻印の無いタイヤは指定タイヤとはみなされない。指定タイヤ刻印の
無いタイヤを使 用した場 合、本技 術規 則違 反として相応の罰則対 象とな
る。

指定タイヤ導入に伴い、指定ステッカーが支給され、その貼り付けが参加
各車に義務付けられる。
添付位置は、下図に示す通り前後バンパーの右端、及び左端部分とする。
支給されたステッカーの幅、高さ等の加工は禁止とする。

指定 刻印
使用タイヤサイドウォールに、指定デカールが貼付される。
タイヤには、いかなる場合もリグルーブを含み一切の加工も許されない。

（1）

（2）

（4）

（3）

耐火 炎レーシンググローブ
最新の F I A 基準に従い公認された耐火炎レーシンググローブの着用が
義務付けられる。

耐火 炎バラクラバ（目出し帽 ）

最新の F I A 基準に従い公認された耐火炎バラクラバの着用が義務付け
られる。

耐火炎アンダーウエアー、及びソックス
最新の F I A 基 準に従い公認された耐火炎アンダーウエアー、及びソッ
クスの着用が義務付けられる。

クール・アンダーウエアー
使用する場合は、F I A 公認のクール・アンダーウエアーを使用する事。
例外的に、公認されていないクール・アンダーウエアーを、自己の責任
において着用することが許されるが、⑦の公認アンダーウエアーの上に
着用すること。また、緊急時にドライバーが脱出しようとする際には、
冷却システムとの接続が自動的に外れるようなものであること。

レーシングスーツ：ワッペン指定貼付位置

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

S TO は、タイヤの供給先を 1 社、あるいは特定の複数社に限定する権限を有す
る。
本年度シーズンは、ハンコックタイヤを全クラスに渡る独占的タイヤ供給先（ワ

ンメイクタイヤ）とし、同社がスーパー耐久シリーズ本年度向けに製造販売したタイ
ヤ（指定タイヤ）以外は、使用が禁止される。

タイヤ（ワンメイクタイヤ）第 2 条耐火炎レーシングスーツ
最新の F I A 基準に従い公認された耐火炎レーシングスーツの着用が義
務付けられる。

③

耐火 炎レーシングシューズ
最新の F I A 基 準に従い公認された耐火炎レーシングシューズの着用が
義務付けられる。

④
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ST - 3

NISSAN Fairlady Ｚ Z33 / Z34 1,290

LEXUS  IS 350 GSE21 1,440

LEXUS  RC 350 GSC10 1,440

TOYOTA MARK X GRX133 1,420

MAZDA RX-7 FD3S 1,160

TOYOTA CROWN ARS220 1,420

ST - 4

TOYOTA 86 ZN6 1,115

TOYOTA 86 ZN8 1,170

TOYOTA Vitz GRMN Turbo NCP131 930

SUBARU BRZ ZC6 1,115

SUBARU BRZ ZC8 1,170

HONDA S2000 AP-1 1,190

HONDA INTEGRA TYPE-R DC5 1,020

HONDA CIVIC TYPE-R FD2/FN2 1,020

MAZDA ROADSTER ND-ERC 950

車両規定第2章

特に認められたものを除き、2 座席以上を有する車両とする。
また、車両は F I A グループ N、A（ただし、19 9 2 年までに公認されたスポーツ進化を除く）、
JA F 量産ツーリングカーとして公認されているか、JA F 登録車両、または S TO
が認めた車両（国内にて一 般的に入手可能な量 産車）でなければならない。
本規定によって許可されていない全ての変更、及び調整、仕上げは厳禁される。
車両に対して行うことのできる作業は、通常の整備に必要な作業または使用に
よる摩耗、事故によって損傷した部品の交換に必要な作業のみである。許可さ
れている変更、及び付加物の制限については、後記で規定される。これら以外
に、使 用による摩耗、事故によって損傷した部品は、いずれも、損傷した部品
と全く同一の日本国内で販売されている部品によってのみ交換が許される。本
車両は厳密に量産車であり、基本車両（同一車両型式）の資料と同一でなければな
らない。
マニュアルミッションを搭載するために、同一車種のオートマチック車両の車体
を使用することが許され、当該車体を最小限の範囲で改造してもよい。本規則
に定めていない事項であっても一般規定、安全規定は守らなければならない。

・S T- X クラスに別途適用される車両規定は、第3章にて明記する。
・S T- TCR クラスに別途適用される車両規定は、第4章にて明記する。
・S T- Z クラスに別途適用される車両規定は、第5章にて明記する。

参加車両の基本定義第1条

最低重量第2条

各クラスの最低重量は、下表の通りとする。（1）

 クラス 参 加 車 両 型 式 車両重量（kg）

ST - 1

PORSCHE 911 Cup 991 1,380

LEXUS RC F USC10 1,450

TOYOTA SUPRA DB42 1,300

BMW M2 CS RACING 2U30 1,450

ASTON MARTIN VANTAGE GT8R 1,450

KTM X-BOW GTX 1,280

ST - 2

MITSUBISHI LANCER EVOLUTION CT9A / CZ4A 1,350

MAZDA AXELA Diesel Turbo BM2FS 1,170

SUBARU WRX STI VAB 1,350

HONDA CIVIC TYPE R FK8 / FL5 1,285

HONDA CIVIC HATCHBACK FK7 1,150

TOYOTA GR YARIS GXPA16 1,245

54 55

音量の検査は競技会技術委員により、下記排気音量規制に従って行われる。（3）

車両区分 測定時エンジン回転数  音 量

ST -Q, ST -1 〜 5  最大出力時の 75%  105dB

ST -TCR ホモロゲ取得された物、
または車両メーカーにより製造された
低騒音排気システムを装着する事

ST -X

ST -Z

排気音量第3条

すべての競技車両は、最新の JA F 国 内 競 技 車 両 規 則 付則「 レース車両の
排気音測定に関する指導要綱」に従い下記の規制値以下を維持し、必要な
場合は消音器を取り付けなければならない。

（1）

消音器は、競技期間中（競技車両保管終了まで）、正規の機能を保持していなけ
ればならない。

（2）

SuperTaikyu 2023 Technical RegulationSuperTaikyu 2023 Technical Regulation



56 57

ST-1 〜 ST-5 クラス車両規 定

エンジン

第 3 条

1.

燃料ポンプ：
燃料ポンプを電気式ポンプに変更することが認められ、本来のポンプを取
り除くことが許される。始動の最中を除き、すべての燃料ポンプはエンジ
ンの稼動中にのみ作動すること。

インジェクションシステム：
エンジンに供給される燃料の量を調整しているフューエルインジェクション
装置の部品（E CU、インジェクター、コネクター、プレッシャーレギュレター、エアフロメー

ター等を含む）は流入する空気の量に影響なければ、市販品を使用した改造、
市販品への交換、及び具体的な変更手段が一般公開されている方法を使
用した内部プログラムの変更を行うことが許される。

エアクリーナー：
エアフィルター、エアフィルターボックスは、本 章 第 3 条 -10 の規定に基
づき変更する事が出来る。エアフィルターボックスはフィルター機能を残
せば取り外す事が出来る。エアフィルターボックスとスロットルボディ間の
接続は変更出来ない。
エアフィルターボックス、及び吸 気ダクトへの遮熱テープの貼付は許され
る。
フィルターボックス前部に位置するボルト、あるいはバンド等により装着
されたパイプ、ダクト、及びフィルターボックスとキャブレター、あるいは
スロットルボディ間のホースに補助的に取り付けられている吸気音防止レ
ゾネーター、ブローバイガス循環ホース等を取り外すことが出来るが、取り
外した後の穴は完全に塞がなくてはならない。

（1）

（3）

（4）

（5）

（6）

（2）

本規則発行以後に最低重量が変更された場合、ブルテンにて通知される。

全クラス車両にて、クールスーツシステムを車両重量として搭載する競技車
両は、システム、及び競技車両への取り付け状態を競技車両検査時に提示
しなければならない。この場合、クールスーツシステムの使 用循環水、冷
却用氷塊は車両重量に含まれない。これらは車両検査時に維持されてい
なければならず、車両検査時に取り付け状態を封印される。

（4）

（5）

新規参戦の車両については、別途 S TO が定めブルテンにて公示される。

最低重量は、全クラスに渡りシーズン途中で加重、軽減の見直しが行われ
る場合がある。

（2）

（3）

ST - 5

MAZDA DEMIO DE5FS / DJLFS 900

MAZDA DEMIO Diesel Turbo DJ5FS 950

MAZDA ROADSTER ND5RC 1,010

TOYOTA Vitz NCP91 / NCP131 900

  HONDA FIT2 RS GE8 900

  HONDA FIT3 RS GK5 970
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フライホイール：
フライホイールは、本 章 第 3 条 -7 の規定に基づき交換する事が出来る。
基本車両に設定されている純正部品への交換が出来る。

電気 系 統：
電気的に諸装置を調整できる調整装置（E CU 等全てのコンピューター類のコントロ

ーラーを含む）は、当初から装備されている機能、機構を操作する物、申請が
受理されている物を除き、運転中にドライバーが操作可能な位置に設置さ
れてはならない。
点火装置は、装着ブラケットを含み、改造が許される。
ディストリビューター方式を同時点火方式（ マルチコイル方式等）に変更するこ
とは許される。取り付け位置を除き、バッテリーは自由。取り付けブラケッ
ト、ボルトの変更も許される。
参加車両は、規則にて定められたピットレーン制限 速度に、自動的かつ電
気的に制御されるリミッター機能を備えていなければならない。
基準車両に純正状態から取り付けられ、その機能や機器 構成等が純正を
保持している物（ ハザードスイッチ等）を除き、運転手が運転中に操作可能なス
イッチ類は、全 ての 機 能を明 確にするために 必 要 事 項を指 定フォーマッ
トに漏れ なく記入しテクニカルパスポートに添付する事。
記載内容は車検時に確認され、記載内容に相違がある場合には車検を通
過出来ない場合がある。

吸・排 気 系 統：
排気マニホールドは、本 章 第 3 条 -10 の規定に基づき交換する事が出来
る。ポート内面に段付修正を行う場合、マニホールド取り付け面より 5 m m
の奥行の範囲に限り、シリンダーヘッド側を含み許される。
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消音器の保持：
当該大会の公式車検を通過した車両に取り付けられている消音器は、
当該 大会が終了するまで同車両の元の位置で 保持されていなければ
ならい。このことは、競技中に脱落などが生じた場合、直ちに修 復さ
れなければならない事を意味する。

触 媒 式排 気ガス浄 化 装置：
参加車両は、触媒式排気ガス浄化装置を装着しなければならない。排
気ガスは常に触 媒 式 排気ガス浄 化 装置を通 過しなければならない。
取り付け位置が 不明瞭な場 合は車体下部に着 色マーキングにより明
示されなければならない。
S TO は、特に車両製造者などから競技用の触媒式排気ガス浄化装置
が販売されている場合を除き、藤壺技研工業株式会社製の、参加車両
に合わせて選定された競技専用触媒の使用を推奨する。

2）

3）

触 媒 式排 気ガス浄 化 装置の保持：
当該大会の公式車検を通過した車両に取り付けられている触媒式排気
ガス浄化装置は、当該大会が終了するまで同車両の元の位置で保持さ
れていなければならない。
競技中に触媒、あるいは触媒式排気ガス浄化装置本体に脱落などが生
じた場合、直ちに修復されなければならない。
ただし、競技終了後の再車両検査にて、同装置が内蔵する触媒に当初
の体積より明らかに減少が認められた場合、不可抗力と思われる場合
を除き、その処置は大会審査委員会に委ねられる。

4）

吸 気 系 統：
取り付け位置について、取り付け穴の修正によりポート合わせを行うこ
とも許される。インタークーラーのホースの変更は許される。

1）

59
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クラッチ：
クラッチは、本章 第 3 条 -7 の規定に基づき交換する事が出来る。
ツインプレートを最大とする。レリーズアーム機構の変更取り付けは認め
られる。カーボンの使用は禁止される。

（1）

（2）

シャシー2.

オイルクーラー：
空冷式オイルクーラー、及び電動オイルポンプを取り付けることができる。
ただし、車体外部への取り付けは認められない。オイルクーラーの導風板
は前後を含め 20 0 m m 以内とする。

タイヤ、ホイール、及びホイールナットは、いかなる場合も車両の他の
部分と接触してはならず、フェンダーからはみだしてはならない。ホイ
ールナットはホイールリムより10 m m 以上凹んでいること。ホイールの
オフセットは自由。スペーサーは禁止される。

タイヤ交 換の迅 速化と安 全 性向上を目的として、ホイールナットをホ
イールのハブボルト穴部分に固定する装置を取り付ける場合、次の通り
規定する。

2 ）

①

②

③

④

⑤

ホイールにホイールナットを固定する固定器具を、「 ホイールナット
固定装置」と言う。
ホイールナット固定装置は、J W L、または J W L /V I A 取得ホイールに
一切の加工なしに取り付けられていなければならない。当初からホ
イールにハブボルト用以外のボルト穴が開いている場合も、理由の
如何を問わずこのボルト穴を使用してホイールナット固定装置を取
り付けてはならない。

ホイールナット固定装置の材質は、軽質量なプラスチック、またはそ
れと同等の物とし、金属性のものであってはならない。形 状は鋭角
な断面を持っていてはならない。

ホイールナット固定装置は、ホイールのハブボルト穴 1 個に対し1 個
の取り付けが認められる。よって、ホイールのハブボルト穴全体、ま
たは一部を連結するような方式のホイールナット固定装置は認めら
れない。

ホイールナット固定装置をホイールに取り付ける場合は、当初のハブ
ボルト穴に直接取り付けられる接着、圧入などの方法に限られる。
よって、前記方法で取り付けが出来ない場合、あるいは何らかの補
助具を使用しないと取り付けが出来ない場合などは、ホイールナッ
ト固定装置の使用は禁止される。

ホイール：（3）

1）



ST - 5

MAZDA DEMIO DE5FS / DJLFS

190/570 -15 
（ 7.0 J -15 ）

MAZDA DEMIO Diesel Turbo DJ5FS

MAZDA ROADSTER ND-5RC

TOYOTA Vitz NCP91 / NCP131 

  TOYOTA YARIS MXPA10

  HONDA FIT2 RS GE8

  HONDA FIT3 RS GK5

60 61

（5）スプリング：
車体への取り付け位置、取り付け方法、主要な形式、及び作動原理を変え
なければ変更は許される。補助スプリングの付加は許され、同一形式、同
一中心で直列に取り付けられていなければならない。車高調整式への変更
に伴うスプリングシートの変更、及びバンプラバー等の挿入物の追 加も認
められる。

（6）

ストラット、及びショックアブソーバ：（4）
車体の取り付け位置と取り付け方法、数、及び作動原理を変えなければ変
更は許される。走行中に減 衰 力を変 更できるシステムの搭載は許されな
い。
ストラットとナックルアームが一体構造となっている場合は、当初のナック
ルアームのタイロッドとの連結点の座標及び材質が保持されていることを
条件に、ナックルアームの変更が許される。

次の条件を満たすピロボール式アッパーマウント部品は使用が認められる。

条件 1：

条件 2：

条件 3：

オートスポーツ・アンド・スペシャル・エクイップメント・アソシエ
ーション（A S E A）基準の認定部品であること。

ASE A 基準認定部品であることは、使用するエントラントの責任で
第 3 者に対し常時証明できるものであること。

フロント用、及びリア用を問わず、前記条件 1、及び 2 を満たせた
部品であること。

注：AS E A 基準認定部品に関しては、下記の AS E A ホームページ参照。
　　ht tp://w w w.napac.jp/cms/ja/asea/about

AS E A 基準認定部品に関する詳細のお問い合わせ先：
N A PAC（ A S E A）事務局  T E L .  03 -5 4 87-8188

車種 別使 用タイヤ・ホイールサイズ一覧表（ドライ・ウエット共 通 ）

クラス 参 加 車 両 型 式  タイヤ・ホイールサイズ（最大幅）

ST-1

PORSCHE 911 Cup 991
280/660 -18 （10.5 J -18）
320/ 710 -18（12.0 J -18）

LEXUS RC F USC10
 300/660 -18 （10.5 J -18）

GR SUPRA DB42

BMW M2 CS Racing 2U30 260/660 -18 （10.5 J -18）

ASTON MARTIN VANTAGE GT8R
280/660 -18 （11.0 J -18）
300/ 680 -18（11.0 J -18）

KTM X-BOW GTX
280/660 -18 （11.0 J -18）
320/ 710 -18（12.5J -18）

ST-2

MITSUBISHI LANCER EVOLUTION CT9A / CZ4A

 260/660-18 （10.0J -18）

MAZDA AXELA Diesel Turbo BM2FS

SUBARU WRX STI VAB

HONDA CIVIC TYPE R FK8 / FL5

HONDA CIVIC HATCHBACK FK7

TOYOTA GR YARIS GXPA16

ST-3

NISSAN Fairlady Z Z33 / Z34

260/660 -18 （10.0 J -18）

LEXUS IS 350 GSE21

LEXUS RC 350 GSC10

TOYOTA MARK X GRX133

TOYOTA CROWN ARS220

ST- 4

TOYOTA 86 ZN6 / ZN8

235/620 -17 （ 9.0 J -17 ）

TOYOTA Vitz GRMN Turbo NCP131

SUBARU BRZ ZC6 / ZC8

HONDA S2000 AP 1

HONDA INTEGRA TYPE-R DC5

HONDA CIVIC TYPE-R FD2 / FN2

MAZDA ROADSTER ND-ERC
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スタビライザー、及びスタビライザーブッシュ：
スタビライザーは径の変更が許される。また、スタビリンクのみの変更も
許される。取り付け位置の変更は認められない。
使用する材質に関しては、ステンレス、またはスチール材、及び純正と同等
な材質とし、純正と同様な形状、及び取り付け状態とする。
スタビライザーが当初から取り付けられていない車両については、基 本車
両に設定されている場合に限り、取り付けが許される。スタビライザーブッ
シュは、形状、及び寸法の変更が無ければ、金属を除き他の材質に変更す
ることが 許される。スタビライザーの径の変更にともなうブッシュ内径の
変更は許される。
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ステアリングロックは機能を解除しなければならない。
ドライバーの救出を容易にするため、ステアリングホイールにはクイックリ
リースシステムか、チルトアップ機能（ステアリングホイールが 9 0 ° 以上の角度で上部

に跳ねあげられる機能）を持たせなければならない。
クイックリリース機構は、ステアリングホイール軸と同中心の黄色に着色さ
れたフランジにより構成され、ステアリングホイール裏側のステアリングコ
ラムに取り付けられていること。その操作は、ステアリングの軸に沿ってフ
ランジを引くことによりリリースが行われるものであること。また、チルト
アップ装置の場合はボスとステアリングホイールの間に取り付けられてい
ること。
取り付けが 認められるクイックリリース装置、あるいはチルトアップ装置
は、安 全 性の見 地から ASE A 基 準認定品であるか、それと同等以 上の強
度が実証された試 験結果を S TO 事務局に提出し、使用が許可されたもの
に限られる。身体障害者用のハンドドライブ装置の装着により、クイックリ
リース装置、或いはチルトアップ装置の装着が不能と S TO に判断された場
合、装着は任意とされる。

ステアリングホイール、及びステアリング：（8）

注：AS E A 基準認定部品に関しては、下記の AS E A ホームページ参照。
　　ht tp://w w w.napac.jp/cms/ja/asea/about

AS E A 基準認定部品に関する詳細のお問い合わせ先：
N A PAC（ A S E A）事務局  T E L .  03 -5 4 87-8188

ブレーキの冷却は、空気による場合に限り認められる。
空気の取り入れ口は当初の車体形 状を利用して（ 補助ランプ 穴等）空気を
取り入れるものとするが、最小限の範囲でフロントバンパー部に穴をあ
けることが認められる。取り付けに伴うボディへの改造は最小限とする
こと。
冷却用ダクトの断面は、少なくともダクト全長の 1/3 が内径 10 c m 以下
で、1 輪につき 1 本までとする。

2）

ブレーキ：（7）
ブレーキローターにおいてはその外径、厚み、摺動面がメーカーライン
オフ時と同一で、且つ ASE A 基 準に適合したものに限り変更が認めら
れる。ただし、本章 第 3 条 - 8 の規定に基づく場合は、ブレーキロータ
ー、ブレーキキャリパー、プロポーショニングバルブの変更、純正 A B S
装置のプログラム変更、及び装置に対する付加物の取り付けが認めら
れる。サイドブレーキの取り付けはレバーを含め任意とされる。

1）
ラバーマウント、及びブッシュ類：
形状、及び寸法を変えなければ、金属への変更を除き、材質、及び硬度の
変更が許される。

（9）

（2）

外 観 、形 状：
車体の外観や形状は当初のままが保持されていなければならない。
漏出防止カップリングの取り付けによるボディへの最小限の付加、切除等
は許される。アンダーカバーやインナーフェンダーの穴あけや部分切除、取
り外しは許される。前後バンパーリーンフォースは、部品取り付けのための
ねじ穴等最小限の加工のみ許される。

（1）

車 体3.

座 席：
ドライビングポジションを改善する目的で運転座席を交換してもよい。
シートを交換する場合、最新の F I A 規定に準拠する使用期限内のシートを
使用し、シートレールの強度は当初のものと同等以上が証明出来る物でな
ければならず、車体側の取付け部の変更は許されない。

材 質：
当初より取り付けられている場合、またはエキゾーストパイプ、ストラット
タワーバーを除き、チタニウム製部品、及びマグネシウム製部品への変更
は禁止される。車両に取り付けられているボルト、ナットは、アルミニウム
材への変更を除き、当初の材質を変更してはならない。

ミラー：
室内ミラーの交換は自由。交換の際は走行時脱落しない様に対策をしなけ
ればならない。
外部の後方視界ミラーは自由。しかし、車両の両サイドにそれぞれ 1 個の
後方視界用ミラーが取り付けられているものとする。室内冷却用の空気取
り入れ口の併設を除き他の機能を有してはならない。
各々の後方視界ミラーは、1 個につき最低 9 0 c m 2 以上の反射面積を有して
いなければならない。

（3）

（4）

窓ガラス：
フロントウィンドウ・サイドウィンドウに対し全面に 1 枚、及び複数枚の無
色透明なフィルム等での飛散防止対策を施すことができる。運転席、及び
助手席のドアウィンドウには、いかなる物も貼付、取り付けは許されない。

（5）
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（6）ドア：
運転席ドアの衝撃緩衝装置であるドアビームの取り外しは認められない。
ドア内部に衝 撃 吸収 用の難 燃 性の 衝 撃 吸収材を充 填することが 許され
る。電気式巻き上げ装置を手動式巻き上げ装置に取り替えることが許され
る。取り付けのための最小限の改造は許される。

（7）レインライト：
独立した回路をもったレインライトを装着すること。取り付け位置はリアバ
ンパーの中心で、タイヤにより巻き上げられた雨 水の 影 響を受けにくい
視認性の優れる位置へ 取り付ける事。
使 用 するレ インライトは、[ F I A  TECH N I C A L  L I S T  N o.19  H O M O LO -  
GAT I O N  CR I TER I A ] に準拠する物とする。
上記レインライトの 補 助として、テールランプより高い位 置に取り付け
られた補助灯（ハイマウントストップランプ 等）を同時に点灯させる事。

補助前照 灯：
補助前照灯は 4 個まで取付けが認められる。点灯は夜間競技を除き特に
点灯許可が出ている場合に限られる。この場合の取付け位置は、照明部中
心が前照灯の中心を含む水平面以下とし、車体の全幅を逸脱するものであ
ってはならない。
補助前照灯の取り付けに伴うバンパー穴開け加工等の改 造は、S TO に申
請し認められたものに限る。補助前照灯を点滅させる装置の取付けは禁止
される。

（8）

（9）補助的付加物：
データロガーの搭載は認められる。取り付けに際しては安全性に十分留意
し、必要最小限の改造で取り付けられていなければならない。
エアコンディショニングシステムの取り付けに伴う、ボディへの最小限の
加工は認められる。また、当該車両用のエアコンディショニングシステム
が、F I A /JA F 公認部品として設 定されている場合は、同公認部品の使 用
が推奨される。
車載カメラや、許可されている機器を取り付ける場合、取付けステー等が、
ドライバーやレスキュー要員に危害を与える位置や構造でないこととし、
テザーの取り付け等、有効な脱落防止対策を行うこと。

エアジャッキ：
圧搾気体の容器を搭載することは許されない。

（10）

最 低 地 上高：
車両の前後、または左右 1 つの側面のすべてのタイヤの空気が抜けた場合
であっても、車両のいかなる部分も地表に接してはならない。このテストは

（11）

レース出走状態で（搭乗者が搭乗し）平坦な面上で行われなければならない。

燃料 搭載 量：
車両に搭載できる燃料の総容量を次の通りとする。

（2）

S T-1 クラス参加車両：参加車両毎に規定、最大 10 0 L

S T-2、3 クラス参加車両：85L

1）

2）

安 全 燃料タンク：
燃料タンクの使用状況について、必 要 事 項を指 定フォーマットに記 入し
テクニカルパスポートに添付する事。記載内容は車検時に確認され、記
載内容に相違がある場合には車検を通過出来ない場合がある。
取り付けに伴う燃料配管の変更は許される。タンク下部の最 低地上高は
10 0 m m 以上であること。
燃料タンク取り付けの際に、干渉を避けるために行う最小限のボディ加工
は、その内容を指定フォーム（技術相談シート）にて申し出する事で許可される
場合がある。

（1）

配管・他4.

S T-4 クラス参加車両    ：8 0 L

S T-5 クラス参加車両    ：4 5L

S T- Q クラス参加車両   ：最大 120 L

3）

4）

5）

＊ DIESEL エンジン使用車両については、性能調整として燃料搭載量が調整される事がある。

漏出防止カップリング（2 個の並列したカップリング）は、車体側給油口（2 個の

並列したカップリング）の総幅左右から下された垂直線の面の中に、排気管
があってはならない。

S T-5 クラスに関しては、S TO 指定燃料補給装置使用に限られ、1 回の
燃料補給量は、20 L 以下であること。

燃料補給装置：（3）

1）

2）

② S TO 指定燃料補給装置を使用するための専用給 油口から燃料タン
クの間の最小限の加工は許されるが、タンク容積の変化は最小限に
しなければならない。その形状や寸法、取り付け方法に対し大会技

S TO 指定燃料補給装置について、以下のように定める。3）

① リアハッチ、トランクを開放し、専用給 油口に給 油する以外に、専
用給油口を車体外側に最小限の加工で設けることが認められる。
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③

④

燃料 補 給 装置の全長は、タンク底面より給 油カップリング先 端ま
で  950 m m 以 内とする。給 油カップリングと指定 給 油タンクに接
続する部 品は、給 油 側、エア抜き側 共に内 径 60 m m 以下とし、そ
の寸法は給 油カップリングを取り付けるハンドルプレート背面から
3 0 0 m m 以下でなければならない（配管が湾曲している場合は、湾曲外側の最

大寸法）。
エア抜き側配管について、給油カップリングを取り付けるハンドルプ
レート背面から 3 0 0 m m 以降の配管は、内径 3 0 m m 以下の無 色透
明な物でなければならない。

燃料補給装置の形状を変化させてはならない。
また、燃料補給装置の本体への加工をすることは許されない。

術委員長から指摘された場合は、それに従わなければならない。

室内冷却用ダクト：
フレキシブルダクトをピラー等に簡易的に固定する等、車両外観形状の変
更無く、ドライバー、及び室内補機類のための冷却ダクトを設置してもよ
い。ここで言う外観 形 状の変更とは、車両からの突出が 5 0 m m 以上の事
を言う。

（4）

空力部品：
本条項でいう空力部品とは、フロントバンパースポイラー、フロントリップ
スポイラー、ボンネット、左右サイドスカート、リアバンパースポイラー、リ
アウイング、及び左右フロントフェンダー（ フェンダーインナーを含む）の 7 種類
とする。いずれの部品も一般市販されていなければならず、上限の価格を
¥ 4 0 0,0 0 0（税別）とする。

（3）

空力部品の基 本定義：
当初より設定されている空力部品を除き、本条項で新規取付け、または交
換が認められる空力部品（ エアロパーツ）は、公道走行の許される一般市販の
カーアクセサリー部品（運輸省令道路運送車両法の保安基準に適合した、空気流調整用部

品）とし、次の各項に適合した S TO の指定部品でなければならない。S TO の
指定に関する詳細は別記される。

（2）

STO 認 定空力部品（エアロパーツ）規 定

S TO 認 定部品の定義：
申請された部品の認定は「S TO テクニカル認定メンバー」にて行われる。
認定部品はブルテンにて公表され、大会での使用は、承認後、最初の大会
から使用が可能となる。

（1）

5.

1）バンパー：
バンパーの外観・形状の変更は許されない。エアロパーツがバンパー
と一体式の場合は材質を含め変更が認められる。また、この場合、形
状は当初の外観を大きく逸脱するものであってはならない。

2）ラジエターグリル：
バンパーと一体式のフロントエアロパーツにラジエターグリルも組み込
まれている場合、または、フロントエアロパーツとセット販売されてい
るラジエターグリルの場合は、材質を含め交換が認められる。これ以
外の場合は、特認部品として申請し許可された場合、純正品の加工を
含め交換する事が出来るが、エンブレム、または同等の表示を残さな
ければならない。

アンダーパネル：
アンダーパネルの取り付けは、自動車メーカーから当該車両専用に販
売されている物を除き禁止される。強 度保持のため、前ホイルアーチ
の前端、または後ホイルアーチの後端左右を結ぶ直線より車体前後端
までの部分は、連続した円滑な面にて覆うことが認められる。

可変式の部品：
走行中に可動させることのできる如何なる空力部品も禁止される。
また、一個の空力部品に対し、交換式により複数の角度、及び形 状を
設定できるものは、その全ての部品についてスーパー耐久機構の指定
を取得しなければならない。

5 ）

ボンネット：
空気整流を目的に、フードスクープ、ルーバー等を取り付けたボンネッ
トは、当初の形状を大幅に逸脱しない限り、材質の変更を含め認めら
れる。ボンネット裏面の処理は、基準となる表面形状に沿って 20 m m、
または裏面形 状に沿って 50 m m 以 上の起伏や突 起 があってはならな
い。

3）

4）

全ての空力部品は、基準車両の全長、全幅、車体高を逸脱するもの
であってはならない。各部エッジが鋭角ではなく、半径 5 m m 以上の
R で構成された形 状である必要があり、この R を保持できない場合
はショア硬度 6 0 以下でなければならない。また、車両上部より投影
された当初の外形投影形状から逸脱していてはならない。
正しく取り付けている場合に限り、基 準車両の全長 ±3 0 m m、全 幅
±20 m m 以内の誤差は許され、使用者はこれを証明する資料と測定
方法を指定フォームにて提出する義務を負う。オープンカーにハー
ドトップを取り付ける場合は、基準車両の全高 +4 0 m m 以内に収め
る事。

 ・
外 観 形 状：7）
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フロントリップスポイラーは、必要な機 械的強 度を持った方法で 5
箇所以 上固定することとする。エアロパーツ装着後、基 準車両に対
し全長 ±3 0 m m、全幅 ±20 m m 以内を限度とする。フロントリップス
ポイラーを装着した場合、当該部品の突出し寸法はフロントバンパ
ー +20 m m までとする。

基 本車両におけるフロントホイルアーチ前端左右を結ぶ直線と、こ
れにフロントバンパー最前端を通る平行直線までに形成される左右
の三角形 状空間、及び同様にリアホイルアーチ後端を結ぶ直 線と、
これにリアバンパー最後端を通る平行直線までに形成される左右の
三角形状空間に関しては、その三角形状空間域を逸脱しない範囲で
車体側から最大 8 0 m m までの形状変更が認められる。

・

・

空力部品（エアロパーツ）に関する特別規 定：
本規定で 使 用が認められている空力部品（ エアロパーツ）は、一般 市販品
であることを条件に材質、製造方法は自由とするが、著しく高価な部品
は一般市販品であっても、レースへの使用が認められない。

8）

①

②

カナードや、車両下部の垂直フィン等、フィン形 状突起物の使 用は
禁止される。

エアロパーツに大きな開口部がある場合、適切なる網目構造を取り
付けることにより、外部からの異物の混入、あるいは内部からの異
物の放出を防ぐ構造になっていなければならない。

車両量産時の特徴的車体形状が適度に保たれ、容易に当初の車両が認
識できること。

・

申請は、本章 第 3 条 - 5（3）にて定められた 7 種類までが同時に申請する
ことが出来る。

申請 者の条 件：
申請者は、使用する車両ごとに、参加エントラントが行うものとする。

（2）

S TO は、次の規定に基づき空力部品（ エアロパーツ）の S TO 認定部品を規定する。
審査は、「S TO  テクニカル認定メンバー」によって行われ、認定された部品には
テクニカルパスポートが発行され、その内容をブルテンにて公表される。
大会での使用は、公表後、最初の大会から使用が可能となる。
同委員会による指定部品認定取得に関する登録手続きは次の通りとする。

申請に必要なエアロパーツの条 件：

本章 第 3 条 -5 の要件に準拠した部品であること。

一般的な流 通手段により、希望者が誰でも平等に購入可能な商品であ
ること。

（1）

・

・

※この 7 種類の、車両メーカーの製造品や車両メーカーのオプション設定品については、
　第3 条 -10  保 安 基 準 適合品 規 定に基づき申請する事。

空力部品（エアロパーツ）指定登録 規 定6.

申請の期限、および 方法：（3）

申請は年 3 回行う事が出来、所定の申請フォーマットに明確な申請理
由、必要な写真、図面等を添付し、その他記入欄に必要事項を記入し、
カタログやホームページ等による販売価格と部品番号にて一般流通状
況を証明するデータを添えて、E メールにて第 1 戦の 3 0 日前、第 3 戦
の 3 0 日前、第 5 戦の 3 0 日前までに申請料の支払い完了と共に、S TO
事務局内の部品認定委員会宛に申請しなければならない。
ただし、本年度より参戦する新型車両、及びスポット参戦車両におい
ては、使用希望大会の 3 0 日前までに S TO へ申請料の支払い完了と共
に申請するものとする。

1）

申請料は、1 部品につき￥20,0 0 0（税別）、3 点以上は一律￥60,0 0 0（税

別）とする。
なお、上記期間外に申請を行う場合は、期限外申請料として￥20,0 0 0

（税別）を支払い、その理由を申請時に申告し、審査された後に承認され
る場合がある。承認された部品は、テクニカルパスポートが発行され
た時点で使用が可能となる。

2）

当委 員会は、申請内容を審 査し指定部 品認 定を行った部 品について
は、認定の最終決定が大会現地にて申請された部品そのものを実測確
認されてからとなる場合があり、レース参加者は申請中の部品が認定
却下されることを念頭において参加しなければならない。
また、申請者は、申請部品に対し修正の条件が付されることがある事
を了承していなければならない。

申請が却下された場合、申請料は返還されない。

3）

4）

申請書類：
スーパー耐久シリーズ・部品認定申請書

（4 ）



70 71

指定部品の認定を受けた部品には、指定部品を表す表示物（認定シール）

が当委員会より発行される。
1）

競 技会での認 定部品表 示（ 認 定シール）（5）

認定シールは、エアロパーツ使用者が使用を申告する事で、1 点につき
￥50 0（税別）にて購入する事。

競技参加者は、競技会中いかなる場合も指定部品であることが示され
るよう、その部品に表示していなければならない。指定登録認定証明
書のコピーを携帯し、いかなる時も照合できること。

2）

3）

認定されたエアロパーツは、認定された年を含め 5 年間を有効期限とす
る。有効期限が切れたエアロパーツを使用する場合、再申請（新規申請料の半

額）が必要となる。
参加エントラントが、既に車両に取り付けられている認定部品について、
別部品と交換するために新たな部品の使用申請をされた場合は、取り付け
られていた部品の使用許可は取り消される。

有効期限：（6）
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STO 認定クラッチ、フライホイール規定

S TO 認 定クラッチ、フライホイールの定義 ：
S TO は、次の規定の基づきクラッチ、フライホイールの S TO 認定部品を規
定する。審査は、「S TO テクニカル認定メンバー」にて行われ、承認された
部品にはテクニカルパスポートが発行され、その内容をブルテンにて公表
される。
大会での使用は、公表後、最初の大会から使用が可能となる。

クラッチ、フライホイールに関する認 定の定義：
クラッチ、及びフライホイールは、S TO 認定を受けるには、「クラッチ（ツイン

プレートまで）」のみ、または「クラッチ（ツインプレートまで）＋フライホイール（ス

チール製のみ）」のセット、の何れかで申請されることを条件とする。

クラッチ、フライホイールの S TO 認 定部品申請：

（1）

（2）

（3）

申請は、使用する車両ごとに、参加エントラントが行うものとする。

申請料は、クラッチ申請、フライホイール申請共に、1 件につき￥20,000
（税別）とする。

1）

2）

申請が却下された場合は、申請料は返還されない。3）

7. 有効期限：
認定されたクラッチ、フライホイールは、認定された年を含み 10 年間を有
効期限とする。
有効期限が切れた部品使用する場合、再申請（新規申請料の半額）が必要とな
る。

（5）

申請の期限、及び 方法：
申請は年 3 回行う事が出来、所定の申請フォーマットに明確な申請理由、
必要な写真、図面等を添付し、その他記入欄に必要事項を記入し、カタロ
グやホームページ等による販売価格と部品番号にて一般 流 通状況を証明
するデータを添えて、E メールにて第 1 戦の 3 0 日前、第 3 戦の 3 0 日前、第
5 戦の 3 0 日前までに、申請料の支払い完了と共に S TO 事務局内の部品認
定委員会宛に申請しなければならない。
ただし、本年度より参戦する新型車両、及びスポット参戦車両においては、
使 用希望大会の 3 0 日前までに S TO へ申請料の支払い完了と共に申請す
るものとする。
参加エントラントが、既に車両に取り付けられている認定部品について、
別部品と交換するために新たな部品を申請された場合は、取り付けられて
いた部品の使用許可は取り消される。
なお、上記期間外に申請を行う場合は、期限外申請料として￥20,0 0 0（税

別）を支払い、その理由を申請時に申告し、審査された後に承認される場
合がある。承認された部品は、テクニカルパスポートが発行された時点で
使用が可能となる。

（4）

ブレーキに関する認 定の定義：
ブレーキに関する S TO 認定は、ブレーキキャリパー（取り付け用部品含む）、ブ
レーキローター（ ベルハウジング・ボビン含む）、及びプロポーショニングバルブ
の 3 点とする。
申請する部品は、本章 第 3 条 -2（8）に規定された全ての要件を満足して
いることが条件となる。

（2）

S TO 認 定ブレーキの定義：
S TO は、次の規定の基づきブレーキの S TO 認定部品を規定する。審査は、

「S TO テクニカル認定メンバー」にて行われ、承認された部品にはテクニ
カルパスポートが発行され、その内容をブルテンにて公表される。
大会での使用は、公表後、最初の大会から使用が可能となる。

（1）

STO 認 定部品、ブレーキ規 定8.
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申請の期限、及び 方法：
申請は年 3 回行う事が出来、所定の申請フォーマットに明確な申請理由、
必要な写真、図面等を添付し、その他記入欄に必要事項を記入し、カタロ
グやホームページ等による販売価格と部品番号にて一般流通状況を証明す
るデータを添えて、E メールにて第 1 戦の 3 0 日前、第 3 戦の 3 0 日前、第 5
戦の 3 0 日前までに、申請料と共に S TO 事務局内の部品認定委員会宛に
申請しなければならない。
ただし、本年度より参戦する新型車両、及びスポット参戦車両においては、
使用希望大会の 3 0 日前までに S TO へ申請料の支払い完了と共に申請する
ものとする。
参加エントラントが、既に車両に取り付けられている認定部品について、別
部品と交換するために新たな部品を申請された場合は、取り付けられてい
た部品の使用許可は取り消される。
なお、上記期間外に申請を行う場合は、期限外申請料として￥20,0 0 0（税

別）を支払い、その理由を申請時に申告し、審 査された後に承認される場
合がある。承認された部品は、テクニカルパスポートが発行された時点で
使用が可能となる。

ブレーキの S TO 認 定部品申請：

（4）

（3）

申請は使用する車両ごとに、参加エントラントが行うものとする。

申請料は申請 1 件につき  ￥20,000（税別）とする。この場合の1 件とは、
フロント用左右 1 件、リア用左右で 1 件とカウントされる。
申請が却下された場合は、申請料は返還されない。

1）

2）

3）

有効期限：
認定されたブレーキ部品は、認定された年を含め 10 年間を有効期限とす
る。有効期限が切れた部品を使用する場合、再申請（新規申請料の半 額）が必
要となる。

（5）

SuperTaikyu 2023 Technical RegulationSuperTaikyu 2023 Technical Regulation

S TO 特認部品の定義：
スーパー耐久機 構（S TO）は、次の規定の基づき S TO 特認部品を規定する。
審査は、「S TO テクニカル認定メンバー」にて行われ、承認された部品には
テクニカルパスポートが発行され、その内容をブルテンにて公表される。
大会での使用は、公表後、最初の大会から使用が可能となる。

（1）

STO 特認部品規 定9.

部品に関する認 定の定義：
S TO 特認部品は、レースに使用するにあたり安全性、耐久性、及び整備性

（2）

の向上、及び S TO が行なう性能調整を理由に、当初より設 定されている
純正部品に替えて、他の市販部品に交換する事を認めた交換部品を言う。
また、交換部品は、原則として N A PAC・ASE A 事業部による「ASE A 基準」
認定品であることが望ましい。
S TO 認定空力部品以外の外装部品は、上限価格を￥4 0 0,0 0 0（ 税 別）とす
る。

部品の S TO 認 定部品申請：

（4）

（3）

申請は、使用する車両ごとに、参加エントラントが行うものとする。

申請料は、申請部品 1 件（1 部品）につき￥3 0,0 0 0（税別）とする。
ただし、サスペンション部品等左右が 対となっている部品に関しては、
左右 1 対で 1 部品とされる。

1）

2）

申請が却下された場合は、申請料は返還されない。3）

申請の期限、及び 方法：
申請は年 3 回行う事が出来、所定の申請フォーマットに明確な申請理由、
必要な写真、図面等を添付し、その他記入欄に必要事項を記入し、カタロ
グやホームページ等による販売価格と部品番号にて一般 流 通状況を証明
するデータを添えて、E メールにて第 1 戦の 3 0 日前、第 3 戦の 3 0 日前、第
5 戦の 3 0 日前までに、申請料の支払い完了と共に S TO 事務局内の部品認
定委員会宛に申請しなければならない。
ただし、2020 年より参戦する新型車両、及びスポット参戦車両において
は、使用希望大会の 3 0 日前までに S TO へ申請料の支払い完了と共に申請
するものとする。
なお、上記期間外に申請を行う場合は、期限外申請料として￥20,0 0 0（税

別）を支払い、その理由を申請時に申告し、審査された後に承認される場
合がある。承認された部品は、テクニカルパスポートが発行された時点で
使用が可能となる。
参加エントラントが、既に車両に取り付けられている認定部品について、
別部品と交換するために新たな部品を申請された場合は、取り付けられて
いた部品の使用許可は取り消される。

有効期限：
認定された部品は、認定された年を含め 10 年間を有効期限とする。有効
期限が切れた部品を使用する場合、再申請（新規扱いとなる）が必要となる。

（5）
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申請方法：
所定のフォーマットに明確な申請理由、必要な写真、図面等を添付し、そ
の他記入欄に必要事項を記入し、カタログやホームページ等による販売価
格と部品番号にて一般流 通状況を証明するデータを添えて、E メールにて
使 用を開始するレースの 3 0 日前までに申請書を S TO 内の部品認定委員
会宛に申請しなければならない。
申請料は、1 点につき￥10,0 0 0（ 税 別）とする。申請料は、申請時に支払わ
なければならない。
新規参戦する新型車両、及びスポット参戦車両においては、使用希望大会
の 3 0 日前までに S TO へ申請料の支払い完了と共に申請するものとする。
申請者は、申請する部品は却下される可能性がある事を念頭において申請
する事。
申請が承認された部品は、テクニカルパスポートが発行された時点で使用
が可能となる。申請が却下された場合には、申請料は返還されない。
使用許可部品については随時見直しがされる。

（2）

保安基準適合部品は、S TO が許可した物に限り、その証明書と共に申告をする
事で使用する事が出来る。

使 用の申請：
申請は、使用する車両ごとに、参加エントラントが行うものとする。

（1）

保安基 準適合品10.

本 年度使 用許可部品一覧表

 エンジンパーツ  エキゾーストマニホールド / エアクリーナー / エアクリーナーボックス

 シャシパーツ
調整式スタビリンク /ASEA 基準ピロアッパーマウント /
メンバーブレース / ブッシュを挟む金属製座金 /
ねじ穴をねじサイズに最適化する金属製座金

 その他 冷却ダクト（不燃性が証明出来る物）/ 灯火器 / オルタネーター /
特認が不要な外装部品（ メーカー純正部品、オプション設定品等）

通信 機 器：
車両と外部の無線による通信は、携帯電話を使 用し送信された映 像を含
め、ス ポーツ 規 則 第 28 条により許される通話 装置、及び S TO、または
主催者が認めた通信機器を除き禁止される。

（1）

特認車両での参加には、先ず使用予定車両の内容等について審査を受
けなければならない。審 査は、所定のフォーマットに必要事項を記入
し、必要なる資料を添えて、E メールにて参加対象大会の 9 0 日前まで
に申請書を S TO  内の部品認定委員会宛に申請しなければならない。

審査に合格し申請が可能とされた後、必要な申請料の支払いをする事。
その後、S TO テクニカル認定メンバーにより内容が 審議され、内容修
正や、追加資料の提出を要求された場合には速やかに対応する事。

審査料は、1 件（1 台 ）￥50,0 0 0（税別）とする。審査料は、申請時に支払
わなければならない。

新規申請料は、1 件（1 台）￥10 0,0 0 0（税別）とする。

継続申請料は、1 件（1 台）￥50,0 0 0（税別）とする。

仕様変更申請料は、1 件（1 箇所）￥50,0 0 0（税別）とする。

1）

3）

2）

1.

2.

3.

S TO 特認 車両の要件：
自動車製造者により製造され、一般市販された車両（モータースポーツ専用車な

ど）を原則とする。よって、独自のフレーム構造などに他社製エンジンを換
装するなどで制作された車両は含まれない。
申請される車両については、将来的に複 数台の参加を目的とし、さらに、
他者から申し出があった際に販売出来なければならない。

特認 車両申請：
S TO 特認車両は、次の手続きにより特認申請がなされ、S TO によって承認
されたものに限られる。

（1）

（2）

そ の 他12.

S TO は、スーパー耐久シリーズに参加することを目的とする車両を、次の各項に
したがって  S TO 特認車両として 10 年の参戦期間を認める。申請後に、車両が
JA F 登録車両となった場合にはその限りではない。

S T O 特認 車両規 定11.
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第 2 条

車 両の 参 加 条 件（ 車 両 重 量 や 性 能 調 整 数 値 等）は、S TO により発 行され、その
内容は大会ごとに通 知される。また、当該参加車両が 前記  F I A グループ  
GT3  ホモロゲーションリストに記載された車両である事は、モデルイヤー
や仕様含め、参加者によって証明出来るようにしておかなければばらない。

参加車両には、S TO が 指定するデータロガーの搭載 が 義 務 付けられる。
参加者は、このデータロガーシステムを、走行時常に動作させなければな
らない。

（1）

（2）

参加車両

STO が指定するデータロガーは、AIM 社製 EVO5 とし、GPS センサー、
指定過給圧センサーを取り付けなければならない。
これらは各 GT3 クラス参加者が自ら購入する事とし、STO はこの購入を
仲介する事が出来る。参加する際は、メーカーから C A N  PROTO CO L
設定リストを入手し S TO へメールにて送付する事。

1）

S T -X クラス（ F I A  G T 3）の 車 両 規 定第 3 章

参加車両の基 本定義第 1 条

最新の F I A 国 際 ス ポーツ規 則 [ THE  INTERNATIONAL  SPORT ING CODE ]
の付則 J 項 [ A P P E N D I X-J ] 、第 2 5 7A 条 [ A r t i c l e2 5 7A ］グランドツーリグカ
ー（グループ G T3）に対するカップ技術規定［ Te c hn i c a l  Re g u l a t i o n  f o r  G ra n d  
To u r i n g  Ca r（G r o u p  G T3）］に準拠し、本規 則  第 3 章の規定に従った車両とす
る。
また、シーズン前、あるいはシーズン途中にて、SRO（S t e p h a n e  Ra t e l  O r g a n i z a -  

t i o n）、または、 F I A  GT  C o m mi t t e e において決定され公示された事項に関して
も、随時車両規定として採択される。
ただし、ホイールについてホモロゲートされた物と各寸法に違いが無く、かつ重
量が重い事を条件に使用を許可する。
各車輪におけるブレーキラインに対し、1 個のクイックカップリングを取り付け
る事が出来る。また、シートに関して F I A 規格品であればホモロゲートされた
物から交換可能とする。
これら部品の交換には、事前にそのスペックを証明するための製造メーカーに
より発行された図面等書類を「S TO テクニカル認定メンバー」に提出する事。
審査を受け承認された場合は、当該部品の S TO 認定書が該当車両のテクニカ
ルパスポートに添付された時点で使用が可能となる。
審査は、使 用を開始するレースのエントリー締め切り日までにフォーマットの
提出を行う事とし、提出時には１項目につき￥20,0 0 0（税別）の審査料を支払う
事。

消音器の保持
当該大会の公式車検を通過した車両に取り付けられている消音器は、当該
大会が終了するまで同車両の元の位置で保持されていなければならい。こ
のことは、競技中に脱落などが生じた場合、直ちに修復されなければなら
ない事を意味する。

触 媒 式排 気ガス浄 化 装置の保持
当該 大会の公式車検を通 過した車両に取り付けられている触 媒式排気ガ
ス浄 化装置は、当該 大会が終了するまで同車両の元の位置で 保持されて

（1）

（2）

第 3 条

各車両は、ホモロゲ取得された、または車両メーカーにより製作された低騒音
排気システムを装着し、触媒式排気ガス浄化装置を装着しなければならない。
車両が排出する全ての排気ガスは、常にホモロゲートされた触媒式排気ガス浄
化装置を通過しなければならない。

消音器の装着と触 媒 式排 気ガス浄 化 装置の装着

車高が指定された場合や車検時に測定を求められた場合、指定された
場所で専用計測用具にて数値を証明しなければならない。
測定を容易に行うため、測定点へのアクセス穴外周を黄 色のマーキン
グで囲む等の対 策をする事。測定時のタイヤ内圧は 150 k p a とする。

車室内には安全装備／装置、ドライバー装備品（クールスーツ／ドリンクシステム）、
計器／電装品／無線システム等、性能に影響しない追加装備品を搭載、装
着できる。
追加装備する内容は事前に使用品状況、および目的を指定フォーマットに
て S TO に申告、認定され、S TO テクニカルパスポートにその内容を明示し
なければならない。

エアジャッキシステムは当初の差し込み口がドライバーより後方に位置する
場合に限り、その位置を変更することができる。
変更する際は事前に S TO に申告、認定され、指示された内容に沿って変更
しなければならない。

前照灯は黄色とする。

4）

エントラントが、S TO 指定データロガー担当者の指示に従わなかった場
合、あるいは指示に反した配線の創作、操作、及びデータ抽出等を行っ
た場合、競技結果の抹消を含めた罰則の対象となる。

2）

車両の参加条件（車両重量や性能調整値等）は S TO によって設定され、これ
ら数値は S TO  から大会ごとに通知される。

3）

（3）

（4）

（5）



78 79

SuperTaikyu 2023 Technical RegulationSuperTaikyu 2023 Technical Regulation

S T - T C R クラス（ T C R ）の 車 両 規 定第 4 章

いなければならない。
このことは、競技中に触 媒、あるいは触 媒式排気ガス浄 化装置本体に脱
落などが生じた場合、直ちに修復されなければならない事を意味する。競
技終了後の再車両検査にて、同装置が内蔵する触 媒に当初の体 積より明
らかに減少が認められた場合、不可抗力と思われる場合を除き、その処置
は大会審査委員会に委ねられる。

第 1条

S T-TCR クラスの車両規 定は、WSC の発行する最 新の車両規 定に準 拠す
る。各車両は、ホモロゲ取得された、または車両メーカーにより製作され
た低騒音排気システムを装着し、触媒式排気ガス浄化装置を装着しなけれ
ばならない。

シートに関して F I A 規格品であればホモロゲートされた物から交換可能と
する。
ホイールについてホモロゲートされた物と各寸法に違いが無く、かつ重量
がホモロゲ記載重量より10％重い事を条件に使用を許可する。各車輪に
おけるブレーキラインに対し、1 個のクイックカップリングを取り付ける事
が出来る。
第 2 章 第 3 条 - 2（3 ）- 3）に定義されている、ホイールナット固定装置と
ホイールナットの変 更が認められる。ホイールボルトに関しては、必要最
低限の R 面取り、またはねじ山の修正に限り可能とする。
変更の際には、事前にそのスペックを証明するための製造メーカーにより
発行された図面等書類を「S TO テクニカル認定メンバー」に提出する事。
審査を受け承認された場合は、当該部品の S TO 認定書が該当車両のテク
ニカルパスポートに添付された時点で使用が可能となる。
審査は、使用を開始するレースのエントリー締め切り日までにフォーマット
の提出を行う事とし、提出時には１項目につき￥20,0 0 0（税別）の審査料を
支払う事。

参加車両には、S TO が 指定するデータロガーの搭載 が 義 務 付けられる。
参加者は、このデータロガーシステムを走行時常に動作させなければなら
ない。
S TO が 指 定 するデ ータロガーは、A I M 社 製 E VO5 とし、G PS セン サー、
過給 機付きエンジンの場合は指定過給圧センサーを取り付けなければな
らない。

車両の参加条 件（ 車両重量や性能調整数値等）は、S TO により発行され、その内
容は大会ごとに通知される。
車高が指定された場合や車検時に測定を求められた場合、指定された場
所で専用計測用具にて数値を証明しなければならない。測定時のタイヤ内
圧は 15 0 k p a とする。

（1）

（2）

（3）

（4）

参加車両

車室内には安全装備／装置、ドライバー装備品（クールスーツ等）、計器／電装
品等、性能に影響しない追加装備品を搭載、装着できる。追加装備する内
容は、事前に使 用品状況、及び目的を指定フォーマットにて S TO に申告、
認定され、S TO テクニカルパスポートにその内容を明示しなければならな
い。

（5）

S T -Z クラス（ G T4）の 車 両 規 定第 5 章

第 1条

S T-Z クラスの車両規定は、SRO の発行する最新の車両規定に準拠する。
各車両は、ホモロゲ取得された、または車両メーカーにより製作された
低騒音排気システムを装着し、触媒式排気ガス浄化装置を装着しなけれ
ばならない。

シートに関して F I A 規格品であればホモロゲートされた物から交換可能
とする。
ホイールについてホモロゲートされた物と各寸法に違いが無く、かつ重
量がホモロゲ 記載 重 量より10％重い事を条 件に使 用を許可する。第 2
章 第 3 条 - 2（3）- 3）に定義されている、ホイールナット固定装置とホイ
ールナットの変 更が 認められる。ホイールボルトに関しては、必要最 低
限の R 面取り、またはねじ山の修正に限り可能とする。各車輪におけるブ
レーキラインに対し、1 個のクイックカップリングを取り付ける事が出来
る。
変更の際には、事前にそのスペックを証明するための製造メーカーによ
り発行された図面等書類を「 S TO テクニカル認定メンバー」に提出する
事。
審査を受け、当該部品の  S TO 認定書が該当車両のテクニカルパスポー
トに添付された時点で使用が可能となる。
審査は、使用を開始するレースのエントリー締め切り日までにフォーマッ
トの提出を行う事とし、提出時には１項目につき￥20,0 0 0（ 税 別）の審査
料を支払う事。

（1）

（2）

参加車両
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車室内には安全装備／装置、ドライバー装備品（クールスーツ等）、計器／電装
品等、性能に影 響しない追 加装備品を搭載、装着できる。追 加装備する
内容は、事前に使用品状況、および目的を指定フォーマットにて S TO に申
告、認定され、S TO テクニカルパスポートにその内容を明示しなければな
らない。

前照灯は黄色とする。

（4）

（6）
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参加車両には、S TO が 指定するデータロガーの搭載 が 義 務 付けられる。
参加者は、このデータロガーシステムを走行時常に動作させなければなら
ない。
S TO が 指 定 するデ ータロガーは、A I M 社 製 E VO5 とし、G PS セン サー、
過給 機付きエンジンの場合は指定過給圧センサーを取り付けなければな
らない。
これらは各 S T-Z クラス参加者が自ら購入する事とし、S TO はこの購入を仲
介する事が出来る。参加する際は、メーカーから C A N  PROTO CO L 設 定
リストを入手し S TO へメールにて送付する事。

（5）

（1）

基 本車両、及びその改 造 範囲第 1 条

基本車両は、量産車両としてカーメーカーより製造販売された車両であり、
出荷された状態の仕様を保持した車両とする。

基本車両への改造、改良、変更、交換、及び追 加はスーパー耐久シリーズ
技 術 規 則  第 2 章、及び以下の各項に示されたものとする。基本車両に当
初から搭載されている装置、装備、パーツ等は電子制御を含み当初のまま
を保持することを原則とする。

基本車両の換算総排気量は、次の換算方式にて算定される。

（2）

（3）

搭載されているガソリンエンジンの最大出力（ kW）に基づき、そのエン
ジン出力 1kW あたりの排気量を算定する。

搭載されているモーターの最 大出力（ kW）に基づき、前項で求められた
数値を加算し、モーターの換算排気量を求める。

当初のエンジン排気量と前項で求められたモーターの換算排気量を合
算し、換算総排気量数を求め、その換算総排気量数に対する N1 重量
を最 低重量とする。ただし、この N1 重量が 基 本 車両の量 産重量を上
回る場合、当初の量産重量を最低重量とする。

1）

2）

3）

ハイブリッド 車 両 に 対 する 特 別 規 定第 6 章

本 特 別 規 定は、本 年度スーパー 耐久シリーズに参 戦 するハイブリッド車 両に適
用される規 定である。以下に示す特 別 規 定は、スーパー 耐久シリーズ 技 術 規 則
に付加して規定され 、適 用されるものとする。

窓ガラス：
フロントウィンドウを除き、多機能なセンサー類を有する窓ガラスは、
当初のものと同等の透明度を保持出来る事を条件に、他の材質のものと
交換が認められる。

（10）

高電 圧発 生装置（パワーコントロールユニット等）：
サーキットブレーカーを作動させた場合、パワーコントロールユニット、
及び内蔵の昇圧コンバーターへの電力供給が即座に遮断できる機能で
あること。また、パワーコントロールユニットを確認しやすくするため、
黄色で「高電圧」のマーキングを施しておく事。

（9）

バッテリーは当初から取り付けられている場合に限り、その搭載位置が
車室内であっても認められる。ただし、当初の搭載位置に強固な方法で
取り付けられ、有効な絶縁体でカバーが施されていること。
また、バッテリーのみを冷却する目的での冷却装置の追 加、及びオルタ
ネーターの変更は認められる。

電気 系 統：
当初から搭載されているエンジン、及びモーターを制御する電子機器（セ

ンサー類を含む）は、当初の状態が保持されていなければならない。

サスペンション：
当初から搭載されている電子制御システムを一部、または全面的に解除
することは認められる。当初から搭載されている電子制可変式サスペン
ションシステムは、自動調整を除き走行中にドライバーが調整できるも
のであってはならない。

（7）

（6）

（8）

基本車両の参加クラスについて、最終決定は S TO により行われる。

基本車両の最低重量、及び参加クラスは、随時見直しが行われ、参加者
はこれに従わなければならない。

（4）

（5）

車両の参加条件（車両重量や性能調整数値等）は、S TO により発行され、その内
容は大会ごとに通知される。
車高が指定された場合や車検時に測定を求められた場合、指定された場
所で専用計測用具にて数値を証明しなければならない。
測定を容易に行うため、測 定 点へのアクセス穴 外周を黄 色のマーキング
で 囲む等の対 策をする事。測定時のタイヤ内圧は 15 0 k p a とする。

（3）
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S T O ブルテン（ S T O  B U L L E T I N ）第 7 章

S T O ブルテン第 1 条

S TO は、シーズン途中における規則の追 加、訂正、修正などが生じた場合は、
S TO ブルテンとして公示、発布される。
また、性能調整をする場合があり、その際も詳細を  S TO ブルテンとして、公示、
発布される。

＊各種申請時必要フォーム組み合わせ表

部品使用申請内容 部品認定
申請書

部品形状
申請書

部品取り付け
状況申請書

車両外観
申請書

車両外観詳細
F r o n t

車両外観詳細
R e a r

保安基準
適合証明

部品使用
申告書

車体寸法
計測結果

図面添付
シート

技術相談
シート

エアロパーツ特認 ◯ ◯ ◯ ● ● △ ●
ブレーキ特認 ◯ ◯ ◯ ◯
クラッチ・
フライホイール 特認 ◯ ◯ ◯

その 他部品特認 ◯ ◯ ◯ △
保安基 準適合品
使 用申請 ◯ ◯ ◯ ◯

部品 使 用許可 ◯ △
技術相談 △ ◯
S T-X・Z・TCR クラス  
部品使用申請 ◯ △

※  ◯：申請時に必ず必要　●：目視可能な部品について、その変更点が明確に分かる写真の添付　　　
　　　　
・ 申請のみで使用が許可される物（ルームミラー、クールスーツシステム等部品）については、
　部品使用申告書にの内容説明や取り付けられた部品の写真を添付し、事務局へ送付してください。

・ 申請の際は、必要事項を全て指定されたフォームに記入いただき、メールにて事務局へ送付してく
　ださい。メール以外での送付は受け付けられません。

・ 申請書が送付された時点で、即日申請料の請求をいたします。
　申請料の支払いが完了した時点で申請を受け付けた事となり、次に審査へと進む事となります。

・ 保安基準適合品、部品使用許可の申請については、各大会エントリー締め切り日が申請期限とな
  ります。

△：状況説明等に必要な場合は追加資料として送付してください

・ S T-1~5 クラス参加者は、これら申請以外に車内操作系仕様申請書、燃料タンク仕様申請書を製作し、
　テクニカルパスポートに添付してください。

以上
2023 年 2 月 1 日　スーパー耐久機構（S TO ） 制定・発行
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〈 S TO 技 術関係の申請認 定フローチャート 〉

◆  触媒式排気ガス浄化装置推奨先

藤壺技研工 業 株 式会社 裾野 総合工場

研究開発部　
Te l . 055 -998-3 011・Fa x . 055 -965 -155 0



特 認 日 製 造 者 車 種 形式・要件 クラス 付帯条件

1997. 3 /12 TOYOTA MR2 SW20（NA エンジン車） ST-4 なし

1999. 6/18 MAZDA RX-7 FD3S（2 座席車両） ST-3 なし

1999. 10/15 HONDA S2000 AP-1 ST-4 なし

2001. 5/1 HONDA NSX NA1, NA2 ST-3 なし

2003. 2/15 NISSAN Fairlady Z Z33 ST-3 なし

2005. 3/30 NISSAN Fairlady Z  Type-E ST1 Z33 ST-1 なし

2006. 3/17 Chevrolet Cor vet te C6 Coupe C6 ST-1 1,470kg

2006. 4/7 TOYOTA LEXUS GS450h GWS191-BEXQH ST-1 1,550kg

2006. 6/15 NISSAN Fair lady Z  Type-E ST1 Z33（ 3.8L ENG ,  F Wheel  18 ×10J） ST-1 なし

2006. 6/15 MITSUBISHI L A N C E R  E V O L U T I O N  WA G O N CT9W（ Tire:  235/40R18 ） ST-2 なし

2007. 1/24 NISSAN Fair lady Z   Ver.NISMO Type380RS-C Z33 ST-1 なし

2007. 1/24 BMW Z4 M Race Z4 ST-1 1,290kg / F&R Wheel  11J -18

2008. 4/22 NISSAN Fair lady Z    Ver.NISMO Type380RS-C Z33（ ENG: VQ35HR 3,798cc） ST-1 Tire:  F&R 280/680 R18

2010. 6/16 NISSAN Fair lady Z   2010-NISMO-Z34 Z34 ST-3 なし

2010. 6/16 NISSAN GT-R R35 ST-3 1,480kg / FT 120L

2011. 10/20 Alfa Romeo 14 7GTA cup GH-937AXL ST-4 1,050kg

2012. 3/11 TOYOTA LEXUS GS350 DBA-GRS191 ST-3 なし

2013. 4/19 FIAT ABARTH 695 ASSETTO CORSE 2FA ST-4 なし

2013. 4/19 FIAT ABARTH 500 ASSETTO CORSE 2FA ST-4 なし

2014. 3/28 TOYOTA Vitz GRMN Turbo NCP131 ST-4 なし

2014. 3/28 G-Tech Spor ts ter  GT/R - ST-4 なし

2015. 3/27 MAZDA DEMIO DIESEL TURBO DJ5FS ST-5 なし

2017. 4/1 Porsche 911 GT3 Cup 991 ST-1 なし

2017. 4/1 MAZDA ROADSTER ND ST-5 なし

2019. 3/19 Audi R8 LMS Cup GT3 - 017 ST-1 1,290kg / 39.0mm × 2

2019. 10/17 HONDA CIVIC HATCHBACK FK7 ST-2 なし

2021. 2/17 KTM KTM X-BOW GTX ST-1 1,280kg / 85L

2022. 3/1 Aston Martin Vantage AMR GT8R ST-1 1,445kg / 90L

86 87

スーパー耐久シリーズ規則、及び技術規則に基づき  本年度 1 月現在の参加が特認された               車両は、次の通りです。

〈スーパー耐久シリーズ、参加特認車両一覧〉

SuperTaikyu 2023 Technical RegulationSuperTaikyu 2023 Technical Regulation

1. 特認車両に対する有効期限は設けられない　2. 特認車に関する特別規定は、シリーズ技術規則に規定される　　　　　　　　　　　　　  3 . 付帯条件は、予告なしに設定、あるいは変更されることがある。ただし、この場合はブルテンとして公示される。



〈 大会主催者連 絡 先 一覧 〉 ※東西順

〒 989 -1301
宮城県柴田郡村田町菅生 6 -1
スポーツランド SUGO  レース事務局
Te l .0224-83-3111　Fax.0224-83-3697

〒 321-3597
栃木県芳賀郡茂木町大字桧山 120 -1
モビリティリゾートもてぎ  レース事務局
Te l . 0285-64-0200　Fax. 0285-64-0209

〒410 -1307
静岡県駿東郡小山町中日向 694
富士スピードウェイ  レース事務局
Te l .0550 -78-2340　Fax.0550-78-1278

〒 510-0295
三重県鈴鹿市稲生町 7992
鈴鹿サーキット  SMSC レース事務局
Te l .0593-78-3405　Fax.0593-78-3625

〒 701- 2612
岡山県美作市滝宮 1210
岡山国際サーキット  レース事務局
Te l .0868-74-3311　Fax.0868-74-2600

〒 877 - 0312
大分県日田市上津江町上野田 1112-8
オートポリス  レース事務局
Te l .0973-55-1111　Fax.0973-55-1113

スポーツランド SUGO

モビリティリゾートもてぎ

富士スピードウェイ

鈴鹿サーキット

岡山国 際サーキット

オートポリス

スーパー耐久機構（ STO：Super Taikyu Organization）事務局

スーパー耐久・エントラント・リーグ（STEL）事務局  担当／鈴木 元

スーパー耐久 公式 WEB サイト

https://supertaikyu.com/

〒 107 - 0062
東京都港区南青山 6-14 -11  ロジュ南青山 3-A
ケイツープラネット株式会社  モータースポーツ事業部内
Te l .  03-6433-5607　Fax.  03-6433-5610

〒 243-0021
神奈川県厚木市岡田 3 - 2 - 22
有限会社パークレーン東京内
Te l .090 -3210-9358

K2 Planet  Co.,L td
3 - A　ROJU Minamiaoyama
6-14 -11 Minamiaoyama Minato-Ku Tokyo, Japan  Zip107-0062

Te l.  +81-（0）3-6433-5607　Fax. +81-（0）3-6433-5610
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出場奨励金やエントリーフィーの見直し5.

規 則 の見 直し

S TO は、健全なシリーズ運営を考慮し、毎年すべての競技 規則・技術規則につ
いて見直しを行うことができる。

予告　来年度からの規 則変 更予定◆

ドライバー規定の見直し

各クラス分類基準の見直し

ポイントランキングを反映したピット割り

給 油リストリクター、車高、指示された場所へのウエイト搭載等による性
能調整

1 .

2 .

3 .

4 .
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